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１
．
本
稿
の
課
題

本
稿
は
、
鎌
倉
幕
府
摂
家
将
軍
期
（
頼
経
の
在
任
期
間
を
中
心
と
す
る
）
の
「
祭
祀
権
」
に
関
す
る
検
討
を
通
じ
、
改

め
て
摂
家
将
軍
の
評
価
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

鎌
倉
幕
府
を
将
軍
の
出
自
に
よ
っ
て
時
期
区
分
す
る
場
合
、
通
常
は
源
氏
将
軍
期
・
摂
家
将
軍
期
・
親
王
将
軍
期
の
三

つ
の
時
期
に
区
分
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
三
期
の
各
時
期
の
特
質
に
つ
い
て
連
続
面
・
断
絶
面
も
含
め
て
明
確
に
定
義

さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
え
ば
、
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
。

そ
の
要
因
と
し
て
、
鎌
倉
幕
府
の
所
謂
「
政
治
史
」
と
将
軍
の
出
自
と
の
関
連
性
が
稀
薄
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

［
論
文
］

竹
ヶ
原
康
弘

鎌
倉
幕
府
の「
祭
祀
」に
関
す
る
一
考
察

─
摂
家
将
軍
頼
経
期
を
中
心
に
─
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鎌
倉
期
を
意
思
決
定
の
方
法
を
基
準
と
し
て
時
期
区
分
し
た
際
、
初
期
段
階
は
源
氏
将
軍
期
で
将
軍
専
政
期
と
い
う
理
解

で
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
頼
朝
の
没
後
す
ぐ
に
そ
の
図
式
は
崩
れ
始
め
、
北
条
氏
を
は
じ
め
と
し
た
有
力
御
家
人
た
ち
に

よ
る
合
議
制
に
変
化
し
た
。
本
稿
で
扱
お
う
と
す
る
摂
家
将
軍
期
は
、
北
条
氏
の
執
権
を
核
と
し
た
合
議
制
か
ら
、
執
権

（
得
宗
）
専
政
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。
自
然
、
過
去
の
研
究
の
視
点
も
「
如
何
に
得
宗
専
制
は
成
立
し
え

た
の
か
」
と
い
う
課
題
に
向
き
、「
将
軍
」
は
傀
儡
と
さ
れ
、
将
軍
そ
の
も
の
の
意
義
に
つ
い
て
は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
き

ら
い
が
あ
る
。

こ
う
し
た
研
究
動
向
の
中
、
摂
家
将
軍
の
「
権
力
」
に
目
を
向
け
た
の
が
青
山
幹
哉
氏（
1
）
で
あ
る
。
氏
は
ま
ず
「
鎌
倉

幕
府
将
軍
が
最
後
ま
で
存
在
し
え
た
理
由
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
提
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

摂
家
将
軍
・
親
王
将
軍
と
そ
の
近
習
た
ち
と
の
人
的
結
合
、
将
軍
と
幕
府
と
を
繋
ぐ
意
思
伝
達
機
関
（
氏
は
そ
れ
を
「
蔵

人
頭
」
に
擬
し
た
）
の
存
在
を
見
て
行
く
こ
と
で
、
当
該
時
期
の
将
軍
権
力
と
し
て
六
種
の
権
限
に
整
理
さ
れ
た
。
た
だ
、

氏
の
整
理
に
は
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
の
で
改
め
て
筆
者
な
り
に
再
整
理
す
る
な
ら
、（
一
）
祭
祀
権
・（
二
）
裁
判
権
・

（
三
）
人
事
権
の
三
種
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
の
作
業
の
目
的
は
そ
の
う
ち
の
「
祭
祀
権
」
の
具
体
的
な
検
討
に

あ
る
。
青
山
氏
に
よ
る
「
祭
祀
権
」
の
理
解
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

統
治
者
と
し
て
の
将
軍
は
、
彼
に
委
ね
ら
れ
た
世
界
の
秩
序
維
持
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
そ
の
責
任
は
人
間
の
秩

序
攪
乱
者
に
対
処
す
る
だ
け
で
は
果
た
し
え
ず
、
人
間
以
外
の
秩
序
攪
乱
者
に
対
し
て
も
対
処
す
る
こ
と
を
統
治
者

は
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

彗
星
・
旱
天
・
風
雨
・
赤
潮
な
ど
の
自
然
現
象
や
奇
形
動
物
の
出
現
が
、
神
聖
な
世
界
秩
序
を
乱
す
も
の
と
判
断
さ
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れ
れ
ば
、
将
軍
に
は
秩
序
回
復
の
た
め
に
祭
祀
を
執
行
し
、
徳
政
を
行
う
義
務
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

氏
は
、
幕
府
が
営
ん
だ
儀
礼
の
場
へ
の
将
軍
奉
幣
使
と
「
将
軍
」
と
の
人
的
関
係
の
整
理
を
通
じ
て
右
記
の
よ
う
な
理

解
を
さ
れ
た
。
改
め
て
後
述
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
頼
経
は
長
じ
る
に
つ
れ
て
幕
府
の
年
中
行
事
に
参
加
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
自
ら
陰
陽
道
祭
の
場
に
臨
む
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
安
倍
氏
を
は
じ
め
と
し
た
天
文
道
の
人
間
た
ち
、
即
ち
、
実

際
に
天
文
を
観
測
、
判
断
を
し
、
祭
祀
を
営
む
人
間
た
ち
と
の
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
『
吾
妻
鏡
』（
以
下
、

『
鏡
』）
の
記
事
に
は
み
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
先
の
青
山
氏
の
指
摘
を
補
い
う
る
、「
将
軍
」
の
「
何
ら
か
の
意
志
」
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、「
将
軍
」
の
「
祭
祀
権
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
権
限
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
源
頼
朝
は
治
承
四
（
一
一
八
〇
）

年
の
挙
兵
時
に
陰
陽
道
祭
を
営
み
、「
合
戦
無
為
」
を
祈
願
し
て
い
る（
2
）。
こ
の
「
祭
祀
」
は
頼
朝
個
人
、
及
び
頼
朝
を

核
と
し
た
集
団
の
無
事
を
願
う
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
た
、
い
わ
ば
「
特
定
の
願
望
を
実
現
さ
せ
る
」
性
格
を
持
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
同
年
十
月
、
頼
朝
が
鎌
倉
入
り
し
た
後
に
行
っ
た
こ
と
は
鶴
岡
八
幡
宮
の
遙
拝
（
3
）
と
、「
為

崇
祖
宗
。
点
小
林
郷
之
北
山
。
搆
宮
廟
。
被
奉
遷
鶴
岳
宮
於
此
所
」（
4
）
と
鶴
岡
八
幡
宮
を
整
備
し
、
祖
先
祭
祀
の
場
を

整
備
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
頼
朝
の
祖
先
祭
祀
に
他
な
ら
な
い
。
ご
く
初
期
段
階
の
『
鏡
』
の
記
載
を
見
る
限
り
で

も
、
将
軍
（
鎌
倉
殿
）
の
「
祭
祀
権
」
と
は
、
斯
様
に
集
団
・
組
織
を
対
象
と
し
た
も
の
と
、「
イ
エ
」
を
対
象
と
し
た
も

の
と
の
複
数
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
祖
先
祭
祀
は
同
時
代
の
「
イ
エ
」
の
概
念
を
理
解
す
る
際
に
避
け
て
通
れ
な
い
要

素
で
あ
ろ
う（
5
）。
青
山
氏
の
論
攷
に
そ
の
こ
と
を
論
じ
た
部
分
は
な
い
。

野
口
実
氏（
6
）
は
二
代
将
軍
源
頼
家
の
娘
で
か
つ
頼
経
の
妻
で
あ
っ
た
竹
御
所
（
一
二
〇
三
〜
一
二
三
四
）
に
注
目
し
、
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竹
御
所
の
存
在
が
摂
家
将
軍
期
の
「
源
氏
将
軍
家
」
の
祭
祀
を
考
え
る
上
で
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
今
ま
で
看
過

さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
指
摘
を
受
け
た
金
永（
7
）
氏
に
よ
っ
て
竹
御
所
と
「
源
氏
将

軍
家
」
祭
祀
、
頼
経
と
「
源
氏
将
軍
家
」
祭
祀
の
関
わ
り
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
た
。
そ
の
結
論
と
し
て
、
政
子
亡
き
後
、

源
氏
将
軍
家
の
祭
祀
を
継
い
だ
の
は
九
条
家
出
身
の
頼
経
で
は
な
く
源
氏
将
軍
家
の
血
を
引
く
竹
御
所
で
あ
っ
た
と
指
摘

さ
れ
た（
8
）。
つ
ま
り
、
摂
家
将
軍
頼
経
の
「
祭
祀
権
」
に
源
氏
将
軍
家
の
祭
祀
の
要
素
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
頼
経
は
辞
職
す
る
ま
で
の
期
間
「
征
夷
大
将
軍
」
と
し
て
在
任
し
続
け
た
。
こ
の

事
実
か
ら
「
将
軍
」
の
「
祭
祀
権
」
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
課
題
が
浮
か
ん
で
こ
よ
う
。

筆
者
は
、
こ
の
頼
経
将
軍
期
こ
そ
が
鎌
倉
幕
府
の
「
将
軍
」
権
力
の
固
定
化
が
図
ら
れ
た
時
期
で
は
な
い
か
と
推
察
し

て
い
る
。
依
っ
て
、以
下
で
は
頼
経
の
時
期
を
中
心
に
論
を
進
め
た
い
と
思
う
。
頼
嗣
期
を
考
察
対
象
か
ら
外
し
た
の
は
、

彼
の
在
任
期
間
が
短
く
、
ま
た
そ
の
幼
さ
か
ら
「
将
軍
」
と
し
て
の
主
体
的
な
判
断
が
で
き
う
る
状
態
で
あ
っ
た
か
否
か

個
別
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

以
下
、
主
史
料
に
『
鏡
』
を
用
い
つ
つ
、「
将
軍
」
頼
経
が
有
し
て
い
た
「
祭
祀
権
」、
及
び
そ
の
史
的
位
置
づ
け
に
つ

い
て
検
討
し
て
行
き
た
い
。

２
．
九
条
頼
経
と
鎌
倉
幕
府
の
「
祭
祀
」

本
章
以
降
、
摂
家
将
軍
九
条
頼
経
の
「
祭
祀
権
」
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
。
本
章
で
は
頼
経
の
成
長
と
、
鎌
倉

幕
府
の
「
祭
祀
権
」
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
の
確
認
を
通
じ
、
摂
家
将
軍
期
の
「
将
軍
」
権
力
に
つ
い
て
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検
討
し
て
ゆ
く
。

鎌
倉
下
向
時
の
三
寅
（
以
下
、「
頼
経
」
に
統
一
）
は

二
歳
と
幼
く
、
後
見
人
た
る
政
子
に
諸
事
を
掌
握
さ
れ

て
い
た（
9
）。
ま
た
、
そ
の
将
軍
在
任
期
間
は
泰
時
と

時
頼
と
に
よ
っ
て
執
権
権
力
が
伸
張
し
た
時
期
と
理
解

さ
れ
て
き
た
経
緯
も
あ
り
、
そ
の
将
軍
権
力
は
い
わ
ば

「
傀
儡
」
と
評
価
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
自
然
、
九
条
頼
経

そ
の
人
に
対
す
る
考
察
も
同
時
代
の
執
権
た
ち
に
対
す

る
も
の
と
比
す
れ
ば
少
な
い
。
そ
こ
で
、
改
め
て
頼
経

の
下
向
ま
で
の
経
緯
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

承
久
元
（
一
二
一
九
）
年
正
月
に
三
代
将
軍
で
あ
っ

た
源
実
朝
が
頓
死
し
た
。
既
に
裁
判
権
等
は
北
条
氏
を

は
じ
め
と
し
た
御
家
人
の
合
議
体
の
手
に
移
っ
て
い
た

が
、
幕
府
の
主
と
し
て
「
祭
祀
」
を
主
催
し
続
け
て
い

た
頼
朝
直
系
の
血
は
絶
え
て
し
ま
っ
た
。

政
子
が
頼
朝
の
「
後
家
」
と
し
て
「
将
軍
」
の
権
力

を
振
る
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先
行
研
究

に
整
理
さ
れ
て
い
る（
10
）。
諸
の
案
件
の
決
定
に
つ
い

九条頼経

九条道家
（父方）

九条良経
九条兼実

藤原忠通
家女房加賀

藤原兼子
藤原季行
（不明）

一条能保女
一条能保

藤原通重
徳大寺公能女

坊門姫
源義朝
由良御前

西園寺綸子
（母方）

西園寺公経
藤原実宗

藤原公通
持明院基通女

持明院基家女
持明院基家
平頼盛女

一条全子
一条能保

藤原通重
徳大寺公能女

坊門姫
源義朝
由良御前

図1　九条頼経の血統図

図中の網掛けは両親が同じであることを示す
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て
政
子
は
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
後
鳥
羽
の
皇
子
の
下
向
を
打
診
し
た
が
拒
否
さ
れ
た
た
め
、

次
善
の
策
と
し
て
希
望
し
た
摂
関
家
の
頼
経
を
迎
え
る
ま
で
に
政
子
が
関
与
し
た
こ
と
の
経
緯
は
『
増
鏡
』『
愚
管
抄
』

等
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
頼
経
の
血
統
を
図
示
し
て
お
く
。

図
１
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
父
方
祖
母
と
母
方
祖
母
と
に
一
条
能
保
と
源
義
朝
女
で
あ
る
坊
門
姫
を
持
つ
と
い
う
、
極
め

て
源
氏
将
軍
家
と
近
し
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

頼
経
は
幼
く
し
て
下
向
し
て
い
る
た
め
、
必
然
的
に
本
人
の
「
意
図
」
が
『
鏡
』
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
暫
く

の
時
間
を
要
す
る
。
そ
こ
で
、
以
下
の
よ
う
に
時
期
を
区
切
っ
て
論
を
進
め
た
い
。

（
一
）
幼
少
期　

承
久
元
（
一
二
一
九
）
年
〜
嘉
禄
元
（
一
二
二
五
）
年

頼
経
、
二
歳
〜
八
歳

（
二
）
少
年
期　

嘉
禄
二
（
一
二
二
六
）
年
〜
文
暦
元
（
一
二
三
四
）
年

頼
経
、
九
歳
〜
十
七
歳

（
三
）
青
年
期　

嘉
禎
元
（
一
二
三
五
）
年
〜
寛
元
二
（
一
二
四
四
）
年

頼
経
、
十
八
歳
〜
二
十
七
歳

（
四
）
大
殿
期　

寛
元
三
（
一
二
四
五
）
年
〜

頼
経
、
二
十
八
歳
〜

時
期
を
こ
の
よ
う
に
四
区
分
し
た
基
準
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
嘉
禄
元
（
一
二
二
五
）
年
の
政
子
の
死
と
頼
経
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の
元
服
と
を
以
て
（
一
）
期
の
終
了
と
し
た
。
こ
の
時
期
だ
け
に
限
ら
な
い
が
、
頼
経
の
成
長
は
京
都
の
九
条
家
・
西
園

寺
家
に
と
っ
て
も
関
心
事
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
頻
繁
に
京
の
情
勢
に
つ
い
て
連
絡
が
き
て
い
た
こ
と
が
『
鏡
』
で
確
認
で

き
る（
11
）。
ま
た
、
情
報
だ
け
で
は
な
く
、
牛
車
を
は
じ
め
と
し
た
物
品
も
元
服
を
は
じ
め
と
し
た
頼
経
の
人
生
の
画
期

に
合
わ
せ
て
送
ら
れ
て
い
た（
12
）。

（
二
）
期
は
頼
経
の
嘉
禄
二
（
一
二
二
六
）
年
の
征
夷
大
将
軍
就
任
を
以
て
開
始
と
し
た
。
こ
の
時
期
は
頼
経
が
征
夷

大
将
軍
就
任
を
果
た
し
た
た
め
か
、「
将
軍
」
と
し
て
年
中
行
事
や
天
変
関
連
の
祈
禱
・
祭
祀
に
関
与
を
し
始
め
る
時
期

で
も
あ
る
。
ま
た
、
九
条
家
の
血
と
源
氏
将
軍
家
の
血
の
結
合
を
目
指
し
た
と
思
わ
れ
る
頼
家
の
娘
・
竹
御
所
と
の
結
婚

が
急
遽
執
り
行
わ
れ
て
い
る（
13
）。
こ
の
時
期
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
源
氏
将
軍
家
の
祖
先
祭
祀
は
竹
御
所
が
主
体

と
な
っ
て
行
わ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
文
暦
元
（
一
二
三
四
）
の
竹
御
所
死
去（
14
）
を
以
て
将
軍
家
の
「
祭
祀
」

に
変
質
が
見
ら
れ
る
と
考
え
、（
二
）
期
の
最
後
と
し
た
。

（
三
）
期
は
寛
元
二
（
一
二
四
四
）
年
の
頼
経
の
征
夷
大
将
軍
辞
職（
15
）
を
以
て
最
後
と
し
た
。
こ
の
時
期
も
っ
と
も

注
目
す
べ
き
出
来
事
は
、
暦
仁
元
（
一
二
三
八
）
年
の
頼
経
の
上
洛
で
あ
ろ
う
。
二
月
に
上
洛
し
、
閏
二
月
を
含
ん
で
同

年
十
月
に
鎌
倉
に
戻
る
ま
で
の
八
ヶ
月
程
の
期
間
は
、
頼
経
が
物
心
つ
い
て
か
ら
始
め
て
祖
父
で
あ
る
西
園
寺
公
経
と
父

の
九
条
道
家
に
接
し
た
期
間
で
あ
っ
た
。
頼
経
は
こ
の
後
、
祈
禱
の
願
文
に
「
父
母
に
会
え
た
こ
と
を
喜
び
に
感
じ
る
」

と
記
し
た
程
で
あ
る（
16
）。
こ
の
経
験
が
将
軍
辞
任
ま
で
の
六
年
間
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
、
決
し
て
小
さ
い
物
で
は
な
い

だ
ろ
う
。

最
後
の
（
四
）
期
は
征
夷
大
将
軍
職
を
息
子
で
あ
る
頼
嗣
に
譲
っ
た
後
、
上
洛
ま
で
の
時
期
を
対
象
と
す
る
。
こ
の
時

期
の
み
結
論
部
と
共
に
扱
い
た
い
。
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以
下
本
章
で
は
（
一
）〜（
三
）
期
に
お
け

る
「
摂
家
将
軍
」
頼
経
と
「
祭
祀
権
」
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
見
て
行
く
。

（
一
）：
幼
少
期　

二
歳
〜
八
歳

ま
ず
、
表
１
と
し
て
「
九
条
頼
経
鎌
倉
幕

府
年
中
行
事
初
参
加
一
覧
」
を
提
示
し
て
お

き
た
い
。

こ
の
表
は
『
鏡
』
の
記
事
を
基
に
、
頼
経

が
ど
の
時
期
か
ら
ど
の
よ
う
な
鎌
倉
幕
府
年

中
行
事
に
臨
席
し
て
い
た
か
を
整
理
し
た
も

の
で
あ
る
。

ま
ず
確
認
で
き
る
こ
と
と
し
て
、（
一
）期
、

即
ち
幼
少
期
に
年
中
行
事
の
臨
席
例
が
な
い

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
時
期
は
政
子

が
健
在
で
あ
る
が
、
当
該
期
間
中
、
表
１
の

行
事
に
政
子
自
身
が
関
わ
っ
た
と
い
う
記
事

は
『
鏡
』
に
見
え
な
い
。（
一
）
期
は
『
鏡
』

儀礼名 式日 頼経臨席初見 時期 開始年

歳首 年内最初の
鶴岡宮参拝

『鏡』安貞2（1228）年
2月3日 （二）文治元（1185）年

心経会 1月8日 『鏡』寛喜元（1229）年
1月9日 （二） 文治2（1186）年

二所詣 1〜2月中 『鏡』嘉禎3（1237）年
2月21日 （三） 文治4（1188）年

鶴岡臨時祭・神楽 2月上卯 建久3（1192）年

鶴岡臨時祭・法会 3月3日 『鏡』安貞2（1228）年
3月3日 （二） 文治5（1189）年

鶴岡臨時祭 4月3日 文治4（1188）年

鶴岡臨時祭 5月5日 『鏡』嘉禎2（1236）年
5月5日 （三） 建仁2（1202）年

鶴岡臨時祭 6月20日 『鏡』寛喜元（1229）年
6月20日 （二） 文治5（1189）年

鶴岡放生会 8月15日〜16日 『鏡』安貞2（1228）年8月15日 （二） 文治3（1187）年

鶴岡臨時祭 9月9日 『鏡』仁治2（1241）年
9月9日 （三） 文治5（1189）年

鶴岡臨時祭・神楽 11月上卯 建久4（1193）年

表1　九条頼経鎌倉幕府年中行事初参加一覧

空白は頼経期に実施の記事が見えない行事である。
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の
記
事
自
体
に
偏
り
や
欠
落
が
見
ら
れ
る
時
期
で
あ
る
た
め
断
定
は
し
難
い
が（
17
）、
あ
る
い
は
政
子
が
祭
主
と
な
っ
た

幕
府
の
年
中
行
事
は
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
頼
経
は
承
応
元
（
一
二
二
二
）
年
元
旦
の
義
時
を
皮
切
り
に
垸
飯
を
受
け
始
め
た
（『
鏡
』
同
日
条
）。
し
か
し
、

当
該
時
期
に
表
１
に
挙
げ
た
行
事
へ
の
参
加
は
確
認
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
、
実
朝
の
死
に
よ
る
触
穢
、
承
久
の
乱
に
よ

る
穢
れ
、
そ
し
て
元
仁
元
（
一
二
二
四
）
年
の
北
条
義
時
の
死
と
凶
事
が
続
い
た
関
東
で
は
、
年
中
行
事
を
式
日
通
り
に

実
行
し
た
と
し
て
も
、
幕
府
関
係
者
は
関
与
で
き
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い（
18
）。

関
東
に
お
け
る
頼
経
を
北
条
氏
以
下
の
有
力
御
家
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
と
い
う
課
題
を
考
え
る
上

で
、
看
過
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
記
事
が『
鏡
』承
久
二（
一
二
二
〇
）年
六
月
十
日
条
に
見
ら
れ
る
。
以
下
に
引
用
す
る
。

左
府
使
下
著
。
依
去
年
十
二
月
彗
星
事
。
公
家
被
行
御
祈
。
所
謂
。
去
月
廿
四
日
於
延
暦
寺
根
本
中
堂
有
千
僧
御
読

経
。〈
薬
師
經
〉。
東
塔
五
百
口
。
西
塔
三
百
口
。
横
河
二
百
口
也
。
関
東
司
天
不
伺
見
之
由
。
令
申
之
條
。
非
無
不

審
。
何
無
若
宮
御
祈
乎
之
由
申
之
〈
云
云
〉。

こ
こ
で
い
う
「
左
府
」
と
は
頼
経
の
父
九
条
道
家
を
指
す
。
道
家
は
承
久
元
（
一
二
一
九
）
年
十
二
月
に
出
現
し
た
彗

星
に
対
し
、
関
東
で
は
何
故
攘
災
祈
禱
を
実
施
し
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
不
満
を
幕
府
首
脳
部
に
対
し
て
寄
せ
て
き
た

の
で
あ
る
。『
鏡
』
同
日
条
か
ら
鎌
倉
で
は
「
関
東
司
天
不
伺
見
之
由
。
令
申
之
條
」、
つ
ま
り
「
関
東
の
陰
陽
師
か
ら
は

天
変
は
観
測
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
、と
報
告
し
て
き
た
」と
答
え
る
の
だ
が
、そ
れ
で
道
家
は
納
得
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
局
、
入
道
前
大
膳
大
夫
（
大
江
広
元
）
ら
が
審
議
し
た
結
果
、
同
年
六
月
十
二
日
に
「
就
左
府
命
。
如
入
道
前
大
膳
大
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夫
有
其
定
。
今
日
。
於
鶴
岡
。
一
日
転
読
三
部
大
般
若
経
」（『
鏡
』）と
し
て
大
般
若
経
が
転
読
さ
れ
た
。
陰
陽
師
た
ち
は「
於

関
東
不
出
見
上
者
。
不
可
及
沙
汰
歟
」
と
し
て
、「
見
え
な
か
っ
た
以
上
は
祈
禱
を
実
施
し
な
く
て
良
い
」
と
い
う
立
場

で
あ
っ
た
た
め
か
、
こ
の
度
の
攘
災
祈
禱
に
は
関
与
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
を
初
度
と
し
て
、
こ
の
後
も
道
家
は
頼
経
に
関
わ
る
行
事
に
数
度
に
わ
た
っ
て
関
与
し
た
。
具
体
的
に
は
、
頼
経

の
着
袴（
19
）・
元
服（
20
）
と
い
っ
た
通
過
儀
礼
に
関
す
る
日
時
勘
文
で
あ
る
。
ま
た
、
成
長
後
の
頼
経
も
天
変
や
日
時
勘

文
に
つ
い
て
は
京
都
か
ら
の
情
報
を
尊
重
す
る
態
度
を
見
せ
て
い
た
。
例
と
し
て
は
、
仁
治
二
（
一
二
四
一
）
年
の
天
変

が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
年
二
月
四
日
に
「
白
赤
気
三
條
」「
赤
気
又
出
現
。
長
七
尺
。
彼
変
減
。
猶
西
傍
赤
気
一
條
出
現
四

尺
歟
」（『
鏡
』）
と
彗
星
と
思
わ
れ
る
天
変
が
発
生
し
た
。
関
東
の
陰
陽
師
た
ち
が
そ
の
現
象
を
彗
星
か
天
変
か
否
か
を

決
し
き
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
頼
経
は
「
可
為
変
異
者
。
自
京
都
可
申
歟
。
其
時
可
有
御
沙
汰
之
由
〈
云
云
〉」
と
京
都

か
ら
の
決
定
を
待
つ
姿
勢
を
見
せ
た
の
で
あ
る（
21
）。
こ
れ
は
頼
経
一
人
の
決
断
と
見
る
よ
り
も
、
そ
れ
ま
で
の
京
都
と

関
東
の
関
係
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
事
例
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
貞
永
元
（
一
二
三
二
）
年
に
も
類
似
の
事
例

が
生
じ
、
最
終
的
に
は
京
都
か
ら
の
連
絡
で
決
着
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（
22
）。

話
を
『
鏡
』
承
久
二
（
一
二
二
〇
）
年
六
月
十
日
条
に
戻
す
が
、
こ
う
し
た
道
家
の
幕
府
へ
の
働
き
か
け
の
動
機
に
つ

い
て
考
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
道
家
の
頼
経
可
愛
さ
か
ら
の
幕
府
叱
責
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、

一
方
で
当
該
条
に
は
道
家
の
「
祭
祀
」
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
京
都
と
関
東

の
呪
術
的
距
離
」
の
近
さ
、
換
言
す
れ
ば
距
離
の
遠
近
を
問
わ
な
い
姿
勢
で
あ
る
。
京
都
の
公
家
た
ち
の
地
理
感
覚
・
物

理
的
距
離
に
関
す
る
無
関
心
は
『
増
鏡
』
に
お
け
る
慈
圓
と
頼
朝
と
の
贈
答
歌
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
慈

圓
が
頼
朝
に
対
し
て
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あ
づ
ま
ぢ
の
か
た
に
勿
来
の
関
の
名
は
君
を
都
に
住
め
と
な
り
け
り

（
東
国
の
方
に
、
来
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
名
の
勿
来
の
関
が
あ
る
の
は
、
あ
な
た
に
東
国
に
来
る
な
都
に
住
め
と

い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
）

と
詠
ん
だ
の
に
対
し
、
頼
朝
は

み
や
こ
に
は
君
に
相
坂
近
け
れ
ば
勿
来
の
関
は
遠
き
と
を
知
れ

（
あ
な
た
に
会
う
と
い
う
名
の
逢
坂
の
関
は
都
近
く
に
あ
る
の
で
す
か
ら
、
近
く
お
会
い
す
る
機
会
も
あ
り
ま
し
ょ

う
。
し
か
し
、
勿
来
の
関
は
ず
っ
と
遠
い
所
に
あ
る
の
で
、
私
ど
も
に
は
関
係
の
な
い
も
の
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
）

と
返
し
て
い
る（
23
）。
こ
の
や
り
取
り
か
ら
慈
圓
の
地
理
知
識
の
稀
薄
さ
を
指
摘
し
て
も
良
い
が
、「
彼
我
の
間
の
物

理
的
距
離
に
頓
着
が
無
か
っ
た
」
と
も
い
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
う
考
え
な
け
れ
ば
説
明
が
付
か
な
い
事
例
が
他
に
も
存
在

す
る
。
そ
れ
は
、
頼
朝
以
下
、
幕
府
の
主
要
人
物
が
死
ん
だ
際
の
洛
中
穢
で
あ
る
。

頼
朝
の
死
が
京
都
に
伝
わ
っ
た
時
、
そ
の
死
が
「
洛
中
穢
に
な
る
か
否
か
」
が
御
卜
の
対
象
と
な
っ
た（
24
）。
結
果
、「
触

穢
之
由
卜
申
」
と
し
て
、
二
月
中
に
式
日
が
設
定
さ
れ
て
い
た
祈
年
祭
・
大
原
野
祭
・
釈
奠
が
停
止
と
な
り
、
春
日
祭
は

延
期
さ
れ
た
。
鎌
倉
で
死
去
し
た
と
思
わ
れ
る
頼
朝
の
死
を
、
鎌
倉
が
穢
と
す
る
の
は
納
得
が
で
き
よ
う
。『
鏡
』
正
治
元

（
一
一
九
九
）
年
三
月
十
一
日
条
に
「
鶴
岡
八
幡
宮
去
月
神
事
。
今
日
被
遂
行
之
。
正
月
幕
下
将
軍
薨
給
。
鎌
倉
中
觸
穢
之
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間
。
式
月
延
引
也
」
と
あ
り
、
一
月
十
三
日
に
死
去
し
た
頼
朝
の
穢
が
三
十
日

間
と
設
定
さ
れ
、
そ
の
期
間
中
に
式
日
を
迎
え
た
二
月
の
鶴
岡
八
幡
宮
臨
時
祭

が
一
ヶ
月
延
期
さ
れ
た
。
し
か
し
、
物
理
的
に
隔
た
っ
て
い
る
洛
中
ま
で
も
が

「
穢
三
十
日
」
と
な
る
の
は
如
何
な
る
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、

頼
朝
の
場
合
を
特
別
な
例
と
み
な
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
こ
れ
以
降
も
幕
府
の
主
要
人
物
が
死
去
す
る
と
、「
洛
中
穢
」
が

設
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
例
を
整
理
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。

表
２
を
見
る
限
り
で
は
、
頼
朝
が
死
去
し
た
際
に
三
十
日
間
の
触
穢
が
設
定

さ
れ
て
以
降
、
幕
府
の
要
人
が
死
去
す
る
と
京
都
は
三
十
日
の
触
穢
と
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
本
来
、
触
穢
は
遮
蔽
物
の
存

在
や
、
穢
れ
の
対
象
物
と
の
距
離
の
遠
近
に
応
じ
て
強
弱
が
設
定
さ
れ
る
。
し

か
し
、
当
代
の
知
識
人
慈
圓
を
し
て
も
彼
我
の
距
離
を
把
握
し
か
ね
る
京
都
・

鎌
倉
間
と
い
う
位
置
関
係
に
あ
り
つ
つ
も
、
京
都
で
鎌
倉
同
様
の「
穢
三
十
日
」

を
設
定
し
た
理
由
は
、
本
来
「
穢
」
は
天
皇
か
ら
給
う
物
で
あ
っ
た
と
い
う
事

実
に
求
め
る
し
か
無
か
ろ
う（
25
）。
正
二
位
ま
で
昇
進
し
た
公
卿
階
級
の
人
間

が
地
方
に
定
住
し
、
そ
の
地
で
死
亡
す
る
と
い
う
事
例
は
、
京
都
に
と
っ
て
は

初
の
出
来
事
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
初
度
の
事
態
に
際
し
、
京
都
は
卜
の
結

果
を
ふ
ま
え
「（
元
）
公
卿
が
死
ん
だ
の
だ
か
ら
、
穢
を
与
え
よ
う
」
と
い
う
決

年（西暦） 死亡者 穢の有無 出典

承久元（1219）年 実朝 仙洞丙穢30日 『百錬抄』同年2月6日条

元仁元（1224）年 義時 洛中穢30日 『勘仲記』弘安7（1284）年
4月9日条「関東穢引来年々」

嘉禄元（1225）年 政子 洛中穢30日 『勘仲記』弘安7（1284）年
4月9日条「関東穢引来年々」

仁治３（1242）年 泰時 洛中穢30日 『百錬抄』同年6月19日条

宝治元（1247）年 藤原頼嗣室・
桧皮姫 天下触穢30日 『百錬抄』同年5月19日条

表2　関東要人の死と洛中穢一覧
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定
を
下
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
将
軍
家
の
実
朝
の
み
な
ら
ず
、
政
子
や
義
時
に
ま
で
「
洛
中
穢
」
が
及
ん
だ
の
は
、「
穢

を
与
え
る
対
象
」
と
し
て
、
彼
ら
が
認
識
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

天
変
に
際
し
て
幕
府
が
除
災
祈
禱
を
実
施
し
な
か
っ
た
こ
と
に
道
家
が
不
満
を
顕
わ
に
し
た
の
は
、
こ
こ
ま
で
に
述
べ

た
「
京
都
と
関
東
の
呪
術
的
距
離
」
の
近
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、「
朝
廷
」
は
天
変
を
秩
序
紊
乱
者
と
み
て
除
災
祈
禱
を

実
施
し
た
の
に
、
幕
府
が
朝
廷
の
意
向
に
沿
わ
な
い
の
は
不
遜
で
は
な
い
か
、
と
い
う
道
家
の
価
値
観
を
も
示
し
て
い
る

と
も
い
え
よ
う
。「
朝
廷
」
に
よ
っ
て
「
世
上
」
は
秩
序
を
保
た
れ
て
い
る
、
と
い
う
価
値
観
を
持
っ
た
人
物
の
関
係
者

を
迎
え
入
れ
た
時
点
で
、『
鏡
』
承
久
二
（
一
二
二
〇
）
年
六
月
十
日
条
と
同
様
の
事
態
は
遅
か
れ
早
か
れ
発
生
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
。

い
わ
ば
、
こ
の
（
一
）
期
は
、
頼
経
の
下
向
を
契
機
に
、
鎌
倉
の
宗
教
的
価
値
観
・
秩
序
観
を
京
都
の
も
の
に
合
わ
せ

調
整
す
る
こ
と
に
充
て
ら
れ
た
時
期
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
長
じ
た
後
の
「
将
軍
」
頼

経
の
「
祭
祀
権
」
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
、
頼
経
が
実
際
に
鎌
倉
幕
府
の
「
祭
祀
」
に
関
与
し
始
め
る
（
二
）
期
に
話
を
移
し
た
い
。

（
二
）：
少
年
期　

九
歳
〜
十
七
歳

当
該
時
期
は
頼
経
が
成
人
し
、
文
字
通
り
征
夷
大
将
軍
と
し
て
扱
わ
れ
は
じ
め
る
過
程
に
あ
る
。
嘉
禄
元（
一
二
二
五
）

年
七
月
に
政
子
が
死
ん
だ
こ
と
で
、「
二
位
家
」
即
ち
「
公
卿
の
後
家
」
と
し
て
頼
経
を
庇
護
し
て
き
た
後
見
人
が
居
な

く
な
っ
た
。
よ
っ
て
、
頼
経
を
独
り
立
ち
さ
せ
る
た
め
の
元
服
が
急
が
れ
た
。
義
時
以
下
が
如
何
ほ
ど
急
い
で
い
た
か
が

伺
え
る
記
事
が
『
鏡
』
に
見
ら
れ
る
。
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（
略
）
然
件
日
。
云
御
移
徙
。
云
御
首
服
。
重
疊
頗
可
為
卒
尓
之
間
。
如
先
度
御
定
。
来
廿
日
有
移
如
何
之
由
。
被

尋
于
関
東
陰
陽
師
等
（
後
略
）

右
の
記
事
は
嘉
禄
元
（
一
二
二
五
）
年
十
二
月
八
日
に
京
都
か
ら
勘
文
が
到
着
し
た
際
の
『
鏡
』
の
記
述
で
あ
る
。
勘

文
の
内
容
は
頼
経
の
元
服
の
日
時
に
関
わ
る
事
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
示
さ
れ
て
い
た
日
時
が
、
政
子
の
死
後
に
進
め
ら

れ
た
新
御
所
の
建
築
・
移
徙
の
日
と
重
複
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
こ
で
、「
移
徙
を
二
十
日
に
行
い
、
元
服
を
（
京
都

か
ら
の
勘
文
通
り
）
二
十
九
日
に
実
施
し
て
は
ど
う
か
」
と
鎌
倉
在
住
の
陰
陽
師
た
ち
に
相
談
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

先
の
幼
少
期
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
京
都
か
ら
指
示
の
あ
っ
た
日
時
を
、
幕
府
で
は
基
本
的
に
変
更
し
な
い
。
恐
ら
く
、

日
時
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
生
じ
る
道
家
か
ら
の
不
興
を
畏
れ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
鎌
倉
の
陰
陽
師
た
ち
の
相
論
を
ま
と

め
る
「
切
り
札
」
を
失
う
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
今
回
も
そ
の
方
針
は
守
ら
れ
、
変
更
の
対
象
は
移
徙
の
日
で

あ
っ
た
。

元
服
が
済
み
、
頼
経
に
征
夷
大
将
軍
位
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
政
子
亡
き
後
の
鎌
倉
「
主
」
と
な
る
べ
き
成
長
の
日
々
が

待
っ
て
い
る
こ
と
を
泰
時
以
下
の
幕
府
首
脳
部
は
重
々
承
知
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
政
子
が
死
ん
だ
年
内
に
頼

経
の
た
め
の
御
所
を
設
け
、
元
服
も
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
日
時
勘
文
の
衝
突
は
ど
う
し
て
も
避
け
ら

れ
る
べ
き
事
態
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

翌
嘉
禄
二
（
一
二
二
六
）
年
正
月
の
除
目
（
二
十
七
日
）
で
、
頼
経
に
将
軍
宣
下
が
な
さ
れ
た
（
26
）。
ま
た
正
五
位
下

に
叙
さ
れ
、
右
近
衛
少
将
に
任
じ
ら
れ
た
。
こ
の
叙
任
の
な
さ
れ
方
は
摂
関
家
の
子
弟
に
対
し
て
通
常
な
さ
れ
る
慣
例
的
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な
も
の
で
あ
り（
27
）、
京
都
が
頼
経
を
ど
う
扱
お
う
と
し
て
い
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
頼
経
は
あ
く
ま
で
「
九

条
家
の
子
弟
」
な
の
で
あ
る
。

当
該
時
期
に
お
け
る
頼
経
の
年
中
行
事
参
加
に
つ
い
て
見
て
行
く
。
先
に
「
表
１　

九
条
頼
経
鎌
倉
幕
府
年
中
行
事
初

参
加
一
覧
」
を
作
成
し
、
頼
経
が
幕
府
の
年
中
行
事
に
参
加
し
始
め
た
時
期
を
整
理
し
た
。
改
め
て
表
１
か
ら
（
二
）
期

で
参
加
し
始
め
た
行
事
を
挙
げ
る
と
、「
歳
首
」「
心
経
会
」「
鶴
岡
臨
時
祭
（
三
月
）」「
鶴
岡
臨
時
祭
（
六
月
）」「
鶴
岡

放
生
会
」
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
行
事
が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
、
頼
経
期
ま
で
営
ま
れ
て
き
た
か
を
み
る

こ
と
で
、「
将
軍
」
頼
経
の
「
祭
祀
権
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
行
く
。

先
に
挙
げ
た
行
事
は
、
五
月
の
鶴
岡
臨
時
祭
を
除
い
て
は
頼
朝
期
に
開
始
さ
れ
て
い
る（
28
）。「
歳
首
」
は
頼
朝
の
鎌

倉
入
り
の
翌
年
で
あ
る
養
和
元
（
一
一
八
一
）
年
の
元
旦
よ
り
「
参
鶴
岳
若
宮
給
。
不
及
日
次
沙
汰
。
以
朔
旦
被
定
当
宮

奉
幣
之
日
〈
云
云
〉」
と
し
て
開
始
さ
れ
た
。
こ
れ
よ
り
後
、
元
旦
以
外
の
日
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
年
初
の
鶴
岡
参

詣
は
継
続
さ
れ
た
。

「
祖
宗
を
崇
め
ん
が
た
め
」
と
い
う
目
的
で
頼
朝
は
鶴
岡
宮
を
再
整
備
し
た
。
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
頼
朝
の
目
的
を

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
寿
永
元
（
一
一
八
二
）
年
に
奉
っ
た
願
文
で
あ
る
。
以
下
に
引
用
す
る
。

（
略
）前
右
兵
衛
佐
従
五
位
下
源
朝
臣
頼
朝
。
礼
代
御
幣
。
砂
金
神
馬
等
令
捧
斉
持〈
天
〉。
天
照
百
皇
太
神
廟
前〈
仁
〉

恐
〈
天
毛
〉
申
〈
天
〉
申
〈
久
〉。
頼
朝
訪
遠
祖
〈
波
〉。
神
武
天
皇
初
〈
天
〉
日
本
国
豊
葦
原
水
穂
〈
尓
〉
令
濫
觴
〈
天
〉

五
十
六
代
〈
仁
〉
相
当
〈
礼
留
〉
清
和
天
皇
〈
乃
〉
第
三
〈
乃
〉
孫
〈
与
利
〉。
携
武
芸

4

4

4

〈
天4

〉
護
国
家

4

4

4

〈
利4

〉。
居4

衛
宮

4

4

〈
天4

〉
耀
朝
威

4

4

4

〈
須4

〉。
自	

尓
以
来
。
挿
野
心
凶
徒
征
罰
〈
須
留
〉
依
勲
功
〈
天
〉。
恵
沢
身
〈
仁
〉
余
〈
利
〉。
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武
勇
世
〈
仁
〉
聞
〈
倍
〉。
和
国
無
為
〈
仁
志
天
〉。
有
截
克
調
〈
天
〉。
星
霜
三
百
余
歳
〈
仁
〉
覃
〈
布
〉
所
。

（
以
下
略
）	

※
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。

こ
れ
は
寿
永
元
（
一
一
八
二
）
年
二
月
八
日
（『
鏡
』
同
日
条
）
に
頼
朝
が
伊
勢
大
神
宮
に
奉
幣
使
を
送
る
際
に
添
え

た
御
願
書
の
一
部
分
で
あ
る
。
傍
点
部
「
武
芸
に
携
わ
り
て
国
家
を
護
り
衛
官
に
居
て
朝
威
を
輝
か
す
」
は
、
頼
朝
の
率

直
な
自
己
表
明
と
い
え
る
。
非
常
時
に
武
力
を
行
使
し
う
る
立
場
に
居
続
け
、
有
事
の
際
に
は
朝
敵
を
討
滅
す
る
こ
と
こ

そ
が
頼
朝
が
考
え
た
自
己
の
存
在
意
義
で
あ
り
、
そ
の
意
志
が
官
位
面
で
実
現
さ
れ
た
の
が
右
大
将
位
で
あ
り
、「
征
夷

大
将
軍
」
号
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う（
29
）。

「
鶴
岡
臨
時
祭
」
も
「
歳
首
」
と
同
様
、
定
期
的
に
祖
宗
と
八
幡
神
を
崇
め
て
、「
戦
乱
」
を
含
め
た
天
変
が
生
じ
な
い

こ
と
と
、
発
生
し
た
と
し
て
も
す
ぐ
に
「
除
災
」
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
鶴
岡

放
生
会
」
は
「
戦
乱
」
を
「
除
災
」
す
る
際
に
伴
う
殺
生
を
「
悔
過
」
す
る
儀
礼
で
あ
る
。

以
上
の
様
に
見
て
く
る
と
、（
二
）
期
で
頼
経
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
年
中
行
事
は
、
頼
朝
が
想
定
し
た
と
考
え

得
る
「
源
氏
将
軍
家
」
の
存
在
意
義
に
関
わ
る
行
事
の
み
と
い
え
よ
う
。
将
軍
の
年
中
行
事
と
し
て
重
視
さ
れ
た
儀
礼
に

「
二
所
詣
（
伊
豆
・
箱
根
の
二
所
と
三
島
へ
の
奉
幣
）」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
毎
年
頼
経
自
身
の
参
詣
が
議
題
に
上
り
な
が

ら
後
々
ま
で
実
現
し
て
い
な
い（
30
）。
他
方
、（
二
）
期
で
頼
経
が
参
加
し
始
め
た
儀
礼
は
、
頼
経
に
多
少
の
不
調
が
見
ら

れ
て
も
強
制
的
に
参
加
さ
せ
た
例
が
見
ら
れ
る（
31
）。
如
何
に
「
将
軍
」
に
よ
る
鶴
岡
八
幡
宮
で
開
催
さ
れ
る
儀
礼
へ
の
参

加
が
重
要
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
よ
う
。

こ
こ
ま
で
、
頼
経
と
「
将
軍
」
と
し
て
参
加
す
べ
き
も
の
と
位
置
づ
け
う
る
年
中
行
事
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
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他
方
、「
源
氏
将
軍
家
」
と
し
て
の
「
イ
エ
」
の
祭
祀
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

頼
経
の
鎌
倉
下
向
後
、
義
時
が
元
仁
元
（
一
二
二
四
）
年
、
政
子
が
嘉
禄
元
（
一
二
二
五
）
年
と
た
て
続
け
に
死
去
す

る
が
、
そ
の
回
忌
法
会
に
頼
経
が
臨
席
し
た
と
確
認
で
き
る
記
事
は
見
え
な
い
。
寛
喜
三
（
一
二
三
一
）
年
の
七
月
十
一

日
の
政
子
の
月
忌
も
、
前
年
に
頼
経
と
結
婚
し
た
竹
御
所
及
び
北
条
時
房
・
泰
時
ら
は
臨
席
し
た
が
、
頼
経
は
姿
を
見
せ

て
い
な
い（
32
）。

こ
の
年
の
三
月
三
日
の
鶴
岡
臨
時
祭
・
法
会
に
お
い
て
は
、
頼
経
が
鶴
岡
宮
に
勧
請
さ
れ
た
春
日
社
別
宮
に
参
拝
し
、

竹
御
所
が
臨
時
祭
に
参
宮
し
た
と
い
う
記
事
も
見
え
る
（『
鏡
』）。
頼
経
が
臨
時
祭
に
参
宮
し
な
か
っ
た
理
由
は
四
位
に

昇
進
し
袍
始
を
行
う
た
め
だ
が
、
竹
御
所
が
「
源
氏
将
軍
家
」
祭
祀
の
主
催
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
思
し
き

例
は
こ
れ
以
外
に
も
見
ら
れ
る
。

（
イ
）
寛
喜
二
（
一
二
三
〇
）
年
閏
一
月
十
七
日
に
二
所
詣
の
奉
幣
使
を
派
遣
（『
鏡
』）。

（
ロ
）
寛
喜
三
（
一
二
三
一
）
年
一
月
二
十
四
日
に
鶴
岡
参
詣
（『
鏡
』）。

野
口
氏
は
こ
う
し
た
竹
御
所
の
活
動
を
頼
経
と
の
組
み
合
わ
せ
の
中
で
考
え
よ
う
と
さ
れ
た（
33
）。
ま
た
、
金
永
氏
は

こ
う
し
た
竹
御
所
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
祭
祀
面
で
「
源
氏
将
軍
家
」
を
想
起
さ
せ
る
存
在
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
で
は
な

い
か
、
と
さ
れ
た（
34
）。

私
見
と
し
て
は
、金
氏
の
指
摘
の
方
が『
鏡
』か
ら
窺
え
る
状
況
か
ら
は
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
頼
経
は「
将

軍
」
と
し
て
の
職
能
・
職
務
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
思
し
き
祭
祀
に
臨
席
し
、
そ
の
責
を
果
た
そ
う
と
す
る
一
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方
、
あ
く
ま
で
そ
の
立
ち
位
置
は
「
摂
家
」
の
子
弟
の
そ
れ
で
あ
る
。
昇
進
に
つ
い
て
も
、
ま
た
京
都
と
の
関
係
も
「
摂

家
」
以
外
の
何
物
で
も
無
い
。
仮
に
、
前
将
軍
実
朝
が
摂
家
の
子
弟
相
当
の
昇
進
を
し
た
こ
と
で
「
イ
エ
」
の
格
が
清
華

家
相
当
か
ら
摂
関
家
相
当
に
変
わ
っ
て
い
た
と
し
て
も
、「
源
氏
将
軍
家
」
は
「
源
氏
将
軍
家
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

故
に
「
竹
御
所
」
に
注
目
が
集
ま
り
、
前
述
の
様
な
「
イ
エ
」
祭
祀
の
主
体
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
源
義
朝

の
血
を
濃
く
受
け
継
い
だ
頼
経
が
、
頼
家
の
娘
で
あ
る
竹
御
所
と
の
間
に
男
子
を
為
せ
ば
、
竹
御
所
が
担
っ
て
い
た
「
源

氏
将
軍
家
」
祭
祀
と
「
将
軍
」
祭
祀
は
再
統
合
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
竹
御
所
は
三
十
二
歳
と
い
う
当
時
に

お
い
て
は
高
齢
出
産
で
あ
っ
た
為
か
、
難
産
の
末
頼
経
の
子
を
死
産
し
た
後
、
自
ら
も
死
去
し
て
し
ま
う（
35
）。

（
二
）
期
に
お
け
る
頼
経
は
、「
摂
家
」
の
子
弟
と
し
て
育
ま
れ
な
が
ら
も
、「
祭
祀
」
へ
の
参
加
を
通
じ
て
「
将
軍
」

と
し
て
の
位
置
づ
け
も
為
さ
れ
て
い
っ
た
と
整
理
で
き
よ
う
。
他
家
出
身
で
あ
る
が
故
に
踏
み
込
め
な
い
源
家
・
北
条
家

の
仏
事
に
は
、
正
室
で
あ
っ
た
竹
御
所
が
主
体
と
し
て
関
与
し
た
が
、
そ
の
死
に
よ
り
「
源
氏
将
軍
家
」
と
頼
経
と
の
関

係
は
変
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
を
（
三
）
期
の
考
察
を
通
じ
て
位
置
づ
け

て
ゆ
き
た
い
。

（
三
）：
青
年
期　

十
八
歳
〜
二
十
七
歳

竹
御
所
の
死
後
、
頼
経
は
正
三
位
に
昇
叙
さ
れ
た（
36
）。
従
三
位
昇
叙
は
貞
永
元
（
一
二
三
二
）
年
で
あ
っ
た
が
、
三

位
以
上
に
は
政
所
の
開
設
が
認
可
さ
れ
る
。
こ
れ
は
竹
御
所
の
生
存
中
は
曖
昧
に
し
え
た
で
あ
ろ
う「
政
所
の
主
は
誰
か
」

と
い
う
問
題
に
繋
が
っ
た
で
あ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
様
な
竹
御
所
の
活
動
が
表
面
化
し
は
じ
め
た
の
は
頼
経
が
正
四
位
下

に
昇
叙
さ
れ
て
か
ら
四
年
を
経
、
三
位
昇
叙
を
果
た
し
、
頼
経
自
身
が
政
所
の
主
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
も
良
い
時
期
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で
も
あ
っ
た
。

（
一
）
期
（
二
）
期
の
政
所
の
主
は
誰
だ
っ
た
の
か
。
鎌
倉
期
前
後
に
は
後
家
に
よ
る
家
政
機
関
・
財
産
及
び
祭
祀
権

の
相
続
が
見
ら
れ
る
事（
37
）や
、『
鏡
』で
の
扱
わ
れ
方
か
ら
い
っ
て
政
子
で
あ
る
事
は
疑
い
あ
る
ま
い
。
政
子
死
後
の（
二
）

期
、
特
に
頼
経
の
従
三
位
昇
叙
以
前
の
時
期
は
竹
御
所
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

頼
経
が
「
征
夷
大
将
軍
」
位
を
帯
び
て
い
る
以
上
、「
将
軍
」
の
職
能
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
適
わ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
政
子
と
竹
御
所
亡
き
後
に
「
関
東
の
政
所
は
自
分
の
家
政
機
関
で
あ
る
」
と
頼
経
の
意
識
が
客
体
か
ら
主
体
へ
と
変

化
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
無
か
ろ
う
。
以
下
、
こ
の
よ
う
な
時
期
に
頼
経
は
ど
の
よ
う
な
活
動
、
特
に
幕
府
の
「
祭

祀
」
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
を
見
て
行
く
。

再
び
表
１
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
時
期
に
頼
経
が
参
加
し
始
め
た
行
事
と
し
て
「
二
所
詣
」
と
五
月
・
九
月
の
節
日
に

実
施
さ
れ
て
い
た
「
鶴
岡
臨
時
祭
」
が
確
認
で
き
る
。

臨
時
祭
に
つ
い
て
は
、
先
に
「
定
期
的
に
祖
宗
と
八
幡
神
を
崇
め
て
、『
戦
乱
』
を
含
め
た
天
変
が
生
じ
な
い
こ
と
と
、

発
生
し
た
と
し
て
も
す
ぐ
に
『
除
災
』
で
き
る
こ
と
を
願
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
の
私
見
を
述
べ
た
が
、
こ
の
期
間
に

臨
時
祭
へ
の
参
加
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
頼
経
の
「
将
軍
」
と
し
て
の
役
割
へ
の
期
待
が
高
ま
っ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。

同
時
期
に
参
加
を
始
め
た
年
中
行
事
で
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
「
二
所
詣
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
伊
豆
山
・
箱
根
の
二
所
と

三
島
を
加
え
た
場
合
は
計
三
所
に
将
軍
が
自
ら
奉
幣
を
行
う
儀
礼
で
あ
り
、
移
動
を
含
め
て
通
常
五
日
前
後
が
費
や
さ
れ

て
い
た
。
頼
朝
は
挙
兵
前
後
に
こ
の
三
所
で
戦
勝
祈
願
を
執
り
行
わ
せ
、
そ
の
報
償
と
し
て
所
領
の
安
堵
や
寄
進
を
行
っ

た（
38
）。
頼
朝
挙
兵
以
前
か
ら
、
こ
の
三
所
は
関
東
の
人
々
か
ら
特
別
な
崇
敬
を
集
め
て
い
た
が
、
頼
朝
期
以
降
も
挙
兵
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時
を
佳
例
と
し
「
将
軍
」
に
よ
る
直
接
の
奉
幣
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
頼
朝
は
伊
豆
山
に
願
を
か
け
た
際

に
「
凡
於
関
東
。
可
奉
輝
権
現
御
威
光
」（
39
）
と
も
誓
っ
て
い
る
。
こ
の
後
の
頼
朝
の
勢
力
拡
大
を
鑑
み
れ
ば
、
伊
豆
山

に
対
す
る
奉
賛
も
兼
ね
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
二
所
詣
は
「
源
氏
将
軍
」
が
如
何
に
勢
力
を
伸
張
さ
せ
た
の
か

を
再
確
認
し
三
所
に
感
謝
す
る
と
共
に
、
そ
の
勢
力
維
持
を
再
誓
願
す
る
た
め
の
祭
祀
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

頼
経
自
ら
に
よ
る
奉
幣
が
検
討
さ
れ
始
め
た
の
は
、『
鏡
』
上
で
確
認
し
う
る
範
囲
で
は
、
征
夷
大
将
軍
就
任
後
二
年

を
経
た
頼
経
十
一
歳
の
安
貞
二
（
一
二
二
八
）
年
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
奉
幣
使
を
派
遣
し
て
い
た
が
、
こ
の
年
は

頼
経
自
身
が
向
か
う
こ
と
で
ほ
ぼ
決
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
走
湯
山
に
火
災
が
発
生
し
た
た
め
「
依
走
湯
山
火
災
事
。

令
留
給
」
と
頼
経
自
身
に
よ
る
奉
幣
は
中
止
さ
れ
た
。
翌
、
寛
喜
元
（
一
二
二
九
）
年
も
奉
幣
使
が
送
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
前
年
に
箱
根
社
が
焼
失
（『
鏡
』
安
貞
二
年
十
月
十
八
日
条
）
し
た
た
め
、
前
年
か
ら
直
接
奉
幣
を
行
う
か
否
か

が
議
論
さ
れ
た
末
の
結
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
件
に
対
し
て
と
ら
れ
た
措
置
の
原
因
を
、「
焼
亡
穢
」（
40
）
を
忌
避
し
た
た

め
と
か
、
社
殿
の
未
整
備
に
配
慮
し
た
た
め
な
ど
、
と
類
推
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
は
頼
経
が
始

め
て
自
ら
奉
幣
に
出
向
い
た
嘉
禎
三
（
一
二
三
七
）
年
ま
で
、
将
軍
自
身
に
よ
る
奉
幣
が
検
討
さ
れ
た
形
跡
は
見
ら
れ
な

く
な
る
。

頼
経
に
よ
る
直
接
の
奉
幣
が
検
討
さ
れ
始
め
て
か
ら
実
際
に
頼
経
が
出
向
く
ま
で
の
十
年
弱
の
間
、
頼
経
の
外
に
二
所

詣
に
関
与
し
た
人
物
と
し
て
は
竹
御
所
が
見
え
る（
41
）。
そ
れ
は
自
身
に
よ
る
奉
幣
で
は
な
く
、
奉
幣
使
を
派
遣
す
る
形

で
あ
る
が
、
こ
の
年
は
一
月
二
十
日
に
頼
経
も
奉
幣
使
を
派
遣
し
て
い
る
（『
鏡
』）。
こ
の
行
為
を
直
ち
に
「
竹
御
所
に

よ
る
「
将
軍
」
の
役
割
の
吸
収
」
と
は
評
価
で
き
ま
い
。
先
に
頼
朝
が
二
所
詣
を
重
視
し
た
理
由
と
し
て
、
謝
恩
と
再
誓

願
と
の
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
述
べ
た
。
竹
御
所
に
よ
る
二
所
奉
幣
は
「
源
氏
の
血
を
引
く
者
に
よ
る
謝
恩
」
と
し
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て
位
置
づ
け
、
あ
く
ま
で
「
源
氏
将
軍
家
内
部
」
の
宗
教
行
為
と
看
做
す
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

当
該
時
期
に
お
け
る
最
大
の
出
来
事
と
し
て
暦
仁
元
（
一
二
三
八
）
年
二
月
か
ら
十
月
の
頼
経
の
上
洛
が
挙
げ
ら
れ
る
。

頼
経
在
京
中
の
出
来
事
の
内
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
祭
祀
権
に
関
わ
る
部
分
に
注
目
し
て
み
た
い
。

上
洛
後
、
頼
経
は
六
波
羅
を
宿
所
と
し
た
が
、
そ
こ
は
在
京
中
は
将
軍
に
よ
る
祭
祀
の
場
と
も
な
っ
た
。
閏
二
月
十
三

日
に
は
「
日
有
重
暈
」
が
生
じ
「
可
有
御
慎
」
と
し
て
、
陰
陽
頭
安
倍
維
範
が
六
波
羅
殿
で
天
地
災
変
祭
を
奉
仕
し
た
。

維
範
は
十
五
日
に
も
六
波
羅
殿
で
属
星
祭
を
奉
仕
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
頼
経
個
人
に
関
わ
る
祭
祀
で
あ
る
が
、
三
月
二

十
二
日
に
は
仁
王
会
が
営
ま
れ
た
。
こ
の
日
、
道
家
は
六
波
羅
へ
赴
い
て
法
会
を
聴
聞
し
て
い
る
（『
鏡
』、『
玉
蘂
』）。

当
初
、
六
波
羅
で
は
法
華
八
講
が
営
ま
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
道
家
は
自
ら
の
日
記
『
玉
蘂
』
に
以
下
の
様
に

記
し
て
い
る
。

（
略
）
今
日
新
大
納
言
〈
頼
経
〉。
於
六
波
羅
被
行
仁
王
八
講
。
年
来
於
関
東
。
毎
年
一
度
被
行
法
花
八
講
云
々
。
在4

二
親
人
息
災
被
行
法
華
八
講
之
例
不
詳

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
於
神
社
法
楽
者
非
其
限

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
仍
仁
王
最
勝
之
間
可
宜
之
由
。
予
加
微
諫
。
仍

二
ヶ
日
所
展
此
梵
莚
也
（
以
下
略
）

引
用
部
分
の
大
略
を
述
べ
る
と
、「
三
月
二
十
二
日
に
頼
経
が
六
波
羅
で
仁
王
八
講
を
営
む
。
長
年
、
関
東
で
は
毎
年

一
度
法
華
八
講
を
営
む
と
い
う
が
、
両
親
が
健
在
な
人
が
法
華
八
講
を
営
む
先
例
を
自
分
は
知
ら
な
い
。
神
社
で
の
法
楽

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

は
両
親
が
健
在
な
人
で
も
営
む
よ
う
で
あ
る
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
従
っ
て
、
仁
王
講
か
最
勝
講
の
ど
ち
ら
か
が
良
か
ろ
う
、
と
自
ら
少
々

諌
め
た
と
こ
ろ
、
二
日
間
の
日
程
で
法
会
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
」
と
な
る
。
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道
家
に
し
て
み
れ
ば
、
自
身
と
正
室
の
綸
子
が
健
在
な
状
況
で
、
主
と
し
て
死
者
の
追
悼
の
た
め
に
営
ま
れ
る
法
華
八

講
を
息
子
主
催
で
営
ま
れ
て
は
違
和
感
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ど
う
し
て
も
都
人
の
耳
目
を
集
め
が
ち
な
「
将
軍
」
が
、
当

時
の
規
範
に
合
わ
な
い
「
祭
祀
」
を
営
め
ば
、
そ
れ
は
公
家
か
ら
の
嘲
笑
と
不
信
に
も
繋
が
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
判
断
が

あ
っ
た
こ
と
も
想
像
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
、
自
ら
「
微
諫
」
を
加
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
日
、
道
家
夫
妻
が
直
接
六

波
羅
ま
で
赴
い
た
の
も
、
恐
ら
く
「
微
諫
」
が
聞
き
入
れ
ら
れ
た
か
否
か
の
確
認
の
意
味
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
頼
経
以
外
の
幕
府
関
係
者
に
は
上
洛
の
こ
の
機
会
に
六
波
羅
で
法
華
八
講
を
営
み
た
い
と
い
う
希
望
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
目
的
は
政
子
の
供
養
の
た
め
で
あ
っ
た
と
推
定
し
う
る
。
同
年
七
月
十
一
日
に
泰
時

は
密
か
に
園
城
寺
に
出
向
い
て
い
る
（『
鏡
』）。「
左
京
兆
密
々
参
園
城
寺
給
」
と
密
か
に
出
向
い
た
こ
と
を
『
鏡
』
が
強

調
す
る
の
は
、
あ
る
い
は
こ
の
三
月
二
十
二
日
の
一
件
が
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
に
も
幾
度
か
述
べ
て
き
た
が
、「
摂
関
家
の
子
弟
」
で
あ
る
頼
経
が
源
氏
将
軍
家
・
北
条
家
の
法
事
に
関
与

し
な
い
こ
と
は
、「
鎌
倉
に
お
い
て
」
は
共
通
認
識
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
道
家
の
「
微
諫
」
が
無
く
三
月
二
十
二

日
に
当
初
の
予
定
通
り
法
華
八
講
が
営
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
頼
経
が
主
要
な
立
場
で
臨
席
し
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し

い
。
し
か
し
、
道
家
は
そ
の
よ
う
な
鎌
倉
の
事
情
を
把
握
し
て
お
ら
ず
、
頼
経
の
「
政
所
」
が
法
会
を
営
む
限
り
、
そ
れ

は
頼
経
個
人
や
「
将
軍
」
主
催
の
「
祭
祀
」
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
道
家
か
ら
「
微
諫
」
を
加
え
ら
れ
た
過
去
が

あ
っ
た
た
め
、
泰
時
は
政
子
供
養
の
法
会
で
道
家
に
誤
解
を
抱
か
せ
る
の
を
防
ぐ
た
め
「
密
密
」
の
行
動
を
と
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

在
京
中
の
頼
経
は
、
あ
く
ま
で
「
摂
家
の
子
弟
」
と
し
て
の
行
動
に
終
始
し
て
い
る
。
六
月
五
日
に
は
春
日
社
を
参
拝

し
（『
鏡
』）、
そ
の
後
も
石
清
水
八
幡
宮
（『
鏡
』
七
月
二
十
三
日
条
）、
八
月
二
日
に
春
日
社
殿
で
一
切
経
の
供
養
（『
鏡
』
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八
月
二
日
条
）、
賀
茂
・
祇
園
・
北
野
・
吉
田
社
と
（『
鏡
』
八
月
二
十
五
日
条
）
と
二
十
二
社
の
う
ち
主
立
っ
た
神
社
を

巡
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
頼
朝
が
尊
重
し
上
洛
時
に
は
直
接
参
拝（
42
）
し
て
い
た
六
条
八
幡
宮
に
は
一
度
も
出
向
い
て
い

な
い
こ
と
か
ら
も
、「
源
氏
将
軍
家
」
の
「
祭
祀
」
と
は
距
離
を
お
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
こ
ま
で
述
べ
た
頼
経
上
洛
中
の
諸
社
参
詣
・
法
会
開
催
に
対
す
る
評
価
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、「
頼
経
の
上
洛
」
自

体
へ
の
評
価
も
現
時
点
で
は
未
確
定
と
い
っ
て
良
い（
43
）。
し
か
し
、
こ
の
上
洛
は
頼
経
の
意
識
に
相
当
の
変
化
を
も
た

ら
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
得
る
点
が
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
ず
は
、
道
家
と
頼
経
と
の
親
子
関
係
が
改
め
て
確
認
・
強
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
歳
で
下
向
し
た
頼
経
は
、
直

接
対
面
す
る
ま
で
父
道
家
を
「
書
状
の
送
り
主
」「
下
賜
品
の
送
り
主
」
以
上
に
は
認
識
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
上
洛
し
て
直
接
対
面
し
た
こ
と
は
頼
経
の
親
へ
の
感
情
を
強
め
た
様
で
、
翌
延
応
元
（
一
二
三
九
）
年
八
月
の
天
変

に
際
し
て
行
わ
れ
た
金
光
明
経
供
養
の
願
文
に
そ
れ
が
伺
え
る（
44
）。
そ
の
願
文
は
全
体
と
し
て
は
頼
経
自
ら
の
「
将
軍
」

と
し
て
の
自
覚
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
願
文
の
半
ば
ほ
ど
に
「（
略
）
弱
冠
三
七
歳
之
時
。
始
拝
双
親

之
慈
顔
。
因
茲
幸
過
少
呉
氏
之
仁
恵
（
中
略
）
矧
亦
子
道
云
彰
。
面
覩
太
閤
准
后
之
遂
素
意
」
と
、
そ
れ
ま
で
は
「
将
軍
」

と
し
て
過
ご
し
て
き
た
が
、
上
洛
し
て
両
親
に
会
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
両
親
が
出
家
す
る
場
面
に
立
ち
会
え
た
こ
と
へ
の

感
激
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
本
稿
で
は
幕
府
首
脳
は
頼
経
を
「
摂
家
」
の
「
将
軍
」
と
し
て
遇
し
て
き
た
の
で
あ
ろ

う
と
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
願
文
か
ら
は
頼
経
自
身
に
よ
る
そ
う
し
た
意
識
が
見
て
取
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
年
の
五
月
に
道
家
が
急
病
に
襲
わ
れ
た
こ
と
が
遠
因
と
な
っ
た
の
か
、
翌
仁
治
元
（
一
二
四
〇
）
年
の
年

末
に
は
二
所
・
三
島
・
春
日
で
毎
日
神
楽
を
奉
納
し
た
い
と
立
願
し
て
い
る（
45
）。
費
用
が
莫
大
な
額
に
上
る
こ
と
か
ら
、

毎
日
を
毎
月
に
改
め
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（
46
）。



143 鎌倉幕府の「祭祀」に関する一考察

道
家
の
健
勝
を
祈
願
す
る
た
め
に
頼
経
が
「
毎
日
神
楽
を
奉
納
す
る
」
と
い
う
立
案
を
し
た
理
由
は
、
恐
ら
く
頼
経
上

洛
時
の
道
家
の
「
微
諫
」
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
道
家
は
「
微
諫
」
の
中
で
二
親
が
健
在
な
者
の
法
華
八
講
は
許

さ
れ
な
い
が
、「
於
神
社
法
楽
」
は
「
非
其
限
」
と
指
摘
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る（
47
）。
そ
の
「
微
諫
」
に
従
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

道
家
の
病
に
際
し
て
は
天
文
道
の
面
々
に
よ
る
占
い
も
行
わ
れ
、「
大
事
に
至
ら
ず
」
と
い
う
卦
が
大
多
数
で
あ
っ
た
。

道
家
の
回
復
後
に
頼
経
は
剣
一
腰
を
陰
陽
師
た
ち
に
下
賜
し
た
が
、
そ
の
際
に
「
被
賞
翫
司
天
之
輩
」
と
『
鏡
』
に
頼
経

が
陰
陽
師
た
ち
を
ど
う
扱
っ
て
い
た
か
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
一
文
が
含
ま
れ
て
い
る（
48
）。

他
方
、
延
応
元
（
一
二
三
九
）
年
四
月
に
奇
雲
が
生
じ
た
際
に
陰
陽
師
た
ち
が
「（
雲
は
）
不
窺
見
之
由
」
と
述
べ
た
と

こ
ろ
、
頼
経
は
「
今
度
分
明
可
窺
旨
。
直
被
仰
付
」
と
天
文
観
察
に
注
文
を
つ
け
る
場
面
も
見
ら
れ
、「
将
軍
」
頼
経
と
し

て
の
自
覚
と
成
長
が
伺
え
る
。
頼
経
が
「
将
軍
」
と
し
て
の
職
能
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
天
文
が
示
す
因
果
関
係
を
理

解
し
、
事
前
に
危
難
を
避
け
る
た
め
に
陰
陽
道
祭
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
陰
陽
師
が
必
須
と
な
ろ
う
。
こ
の
「
叱
責
」
も

そ
の
期
待
の
表
れ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

道
家
の
病
の
例
の
み
に
留
ま
ら
ず
、（
三
）
期
は
頼
経
が
天
文
や
陰
陽
道
祭
祀
に
積
極
的
関
与
を
見
せ
始
め
た
時
期
で

も
あ
る
。
嘉
禎
元
（
一
二
三
五
）
年
に
は
頼
経
が
天
文
道
に
直
接
命
令
を
下
し
た
場
面
が
『
鏡
』
に
見
ら
れ
る（
49
）。
嘉

禎
三
（
一
二
三
七
）
年
以
降
は
陰
陽
道
祭
が
営
ま
れ
る
庭
に
直
接
出
御
し
始
め
る（
50
）。
こ
う
し
た
活
動
も
、
頼
経
の
考

え
た
「
将
軍
」
と
し
て
の
職
務
の
一
部
だ
っ
た
と
み
な
せ
よ
う
。

こ
こ
で
（
三
）
期
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
時
期
は
頼
経
が
二
所
詣
へ
の
直
接
参
加
の
開
始
、
ま
た
暦
応

元
（
一
二
三
八
）
年
の
頼
経
上
洛
を
通
じ
、
頼
経
に
「
摂
家
の
一
員
」「
将
軍
と
し
て
の
自
己
」
と
い
う
自
意
識
を
持
た
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せ
る
に
至
っ
た
重
要
な
時
期
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

以
下
、
章
を
変
え
て
（
四
）
期
の
特
徴
と
、
本
稿
全
体
の
ま
と
め
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

３
．
（
四
）
期
、
及
び
結
論

本
稿
の
冒
頭
に
お
い
て
、（
四
）
期
は
頼
経
二
十
八
歳
以
降
の
大
殿
期
、
具
体
的
に
は
寛
元
三
（
一
二
四
五
）
年
以
降

と
設
定
し
た
。（
三
）
期
の
末
期
に
頼
経
と
幕
府
を
支
え
続
け
て
き
た
泰
時
が
死
去
（
仁
治
三
［
一
二
四
二
］
年
六
月
十

五
日
）
し
、
執
権
は
経
時
が
継
い
だ
。

結
論
か
ら
述
べ
て
お
く
と
、
泰
時
の
死
後
か
ら
頼
経
が
征
夷
大
将
軍
位
を
頼
嗣
に
譲
る
寛
元
二
（
一
二
四
四
）
年
ま
で

に
お
い
て
、
頼
経
が
関
与
し
た
祈
禱
・
祭
祀
は
泰
時
の
生
前
と
比
較
し
て
も
大
差
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
（
三
）
期
の

う
ち
に
「
摂
家
将
軍
」
が
な
す
べ
き
職
務
が
大
凡
固
ま
っ
た
か
ら
と
見
な
せ
よ
う
。

前
章
ま
で
で
見
て
き
た
限
り
、「
将
軍
」
が
実
際
に
兵
卒
を
率
い
て
賊
徒
を
平
ら
げ
る
よ
う
な
場
面
が
生
じ
な
け
れ
ば
、

頼
経
が
「
将
軍
」
と
し
て
な
す
べ
き
最
大
の
職
務
は
「
未
然
に
兵
革
を
防
ぐ
為
の
祭
祀
を
欠
か
さ
な
い
こ
と
」
と
「
有
事

に
神
仏
の
冥
助
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
年
中
行
事
を
営
む
こ
と
」
に
集
約
し
う
る
。

寛
元
二（
一
二
四
四
）年
四
月
二
十
一
日
に
頼
経
は
将
軍
位
を
元
服
し
た
ば
か
り
の
頼
嗣
に
譲
り
、
自
ら
は「
大
殿
」と
呼

ば
れ
る
立
場
と
な
っ
た（
51
）。
辞
職
後
す
ぐ
に
は
頼
経
は
上
洛
せ
ず
、
寛
元
四（
一
二
四
六
）年
七
月
十
一
日
ま
で
の
間
鎌

倉
に
留
ま
っ
た
。
そ
の
間
、
客
星
の
出
現
に
つ
い
て
天
文
道
の
面
々
と
相
論
を
し
た
り（
52
）、
天
文
勘
文
を
僧
侶
た
ち
に

見
せ
懇
ろ
な
祈
禱
を
促
し
た
り
（
53
）
す
る
な
ど
、
除
災
祈
禱
に
関
す
る
活
動
に
変
化
は
少
な
い
。
し
か
し
、「
将
軍
」
が
主
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と
な
る
べ
き
鶴
岡
八
幡
宮
の
年
中
行
事
の
場
は
頼
嗣
に
譲
っ
て
お
り
、
頼
経
は
桟
敷
か
ら
の
見
物
に
留
ま
っ
て
い
る（
54
）。

ま
た
、
二
所
詣
は
頼
嗣
で
は
な
く
頼
経
が
奉
幣
に
出
向
い
た
。
後
に
は
頼
嗣
自
身
で
奉
幣
に
出
向
い
て
い
る
こ
と
か
ら
考

え
る
に（
55
）、
あ
る
い
は
幼
少
の
身
に
は
三
所
へ
の
奉
幣
は
酷
だ
と
考
え
ら
れ
敬
遠
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

頼
経
が
京
に
戻
る
ま
で
の
間
の
期
間
は
、
頼
嗣
へ
の
「
摂
家
将
軍
家
」
故
実
の
継
承
期
間
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

対
比
の
た
め
に
実
朝
ま
で
の
故
実
を
仮
に
「
源
氏
将
軍
家
」
故
実
と
呼
称
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
複
数
の
連
続
面
が
認

め
ら
れ
よ
う
。
具
体
的
に
は
鶴
岡
八
幡
宮
を
は
じ
め
と
し
た
関
東
諸
社
寺
に
お
け
る「
将
軍
」と
し
て
の
年
中
行
事
と
、「
源

氏
将
軍
家
」
の
祖
先
祭
祀
で
あ
る
。
政
子
の
死
後
、
祖
先
祭
祀
は
頼
経
で
は
な
く
正
室
の
竹
御
所
に
引
き
継
が
れ
、
そ
の

死
後
は
泰
時
へ
と
移
っ
た
（
56
）。
こ
れ
は
「
将
軍
」
の
「
祭
祀
権
」
の
純
化
と
も
い
え
よ
う
。
頼
経
は
「
将
軍
」
の
職
能

に
求
め
ら
れ
る
年
中
行
事
・
祭
祀
を
営
む
こ
と
に
集
中
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
頼
経
は
頼
嗣
に
「
将
軍
」
の
担
う
べ

き
部
分
を
示
し
て
い
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
先
に
挙
げ
た
頼
経
の
動
き
は
説
明
が
付
こ
う
。

さ
て
、
頼
経
期
の
み
と
は
限
ら
な
い
が
、「
祭
祀
」
は
現
在
の
我
々
の
様
に
自
然
科
学
が
「
論
理
」・「
世
界
観
」
の
基

底
を
な
さ
な
い
時
期
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
基
底
に
位
置
し
て
い
る
と
み
な
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
う
せ
ね
ば
、
同
時

代
人
が
営
ん
で
き
た
卜
占
や
祭
祀
・
祈
禱
の
説
明
が
付
か
な
い
か
ら
だ
。
平
雅
行
氏
は
「
鎌
倉
仏
教
論
」
内
で
中
世
社
会

の
「
呪
術
と
技
術
の
未
分
離
」
を
指
摘
さ
れ
た（
57
）
が
、
筆
者
は
「
呪
術
即
技
術
」・「
呪
術
即
論
理
」
で
あ
ろ
う
と
考
え

る
。
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
摂
家
将
軍
が
携
わ
っ
た
「
祭
祀
」
の
再
評
価
を
試
み
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。

金
永
氏
は
先
に
紹
介
し
た
論
攷（
58
）
の
中
で
将
軍
と
御
家
人
と
の
主
従
関
係
再
生
産
の
た
め
の
「
祭
祀
」
を
重
視
さ
れ
、

必
然
的
に
そ
の
検
討
対
象
も
源
氏
・
北
条
氏
の
「
イ
エ
」
祭
祀
に
向
か
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
鎌
倉
で
営
ま
れ
た
九
条
家

の
「
イ
エ
」
祭
祀
は
御
家
人
た
ち
か
ら
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
は
「
将
軍
」
の
職
能
が
主
従
制
の
維
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持
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
、「
聖
」「
俗
」
の
分
類
か
ら
は
「
俗
」
権
へ
の
考
察
に
属
す
る
と
い
え
よ
う
。
総
じ
て

鎌
倉
幕
府
の
「
祭
祀
」
そ
の
も
の
が
持
っ
て
い
た
意
義
は
未
だ
評
価
の
途
上
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
で
は
そ
う
し
た
課
題
意
識
か
ら
、
時
代
を
摂
家
将
軍
期
に
設
定
し
、「
祭
祀
」
は
同
時
期
の
「
論
理
」「
世
界
観
」

の
根
底
を
な
す
も
の
と
し
た
上
で
、「
将
軍
」
の
職
能
そ
の
も
の
に
対
す
る
検
討
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。

こ
こ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
視
座
を
基
に
し
た
鎌
倉
幕
府
「
祭
祀
」
の
再
検
討
を
親
王
将
軍
期
も
含
め
て
今
後
行
い
た
い

が
、
こ
の
視
座
自
体
が
適
当
で
あ
る
か
否
か
自
体
の
検
討
も
今
後
の
作
業
課
題
と
し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ご
批

判
ご
叱
正
を
賜
り
た
く
存
ず
る
次
第
で
あ
る
。（

た
け
が
は
ら　

や
す
ひ
ろ
・
平
成
十
七
年
度
文
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
）
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［
註
］

（
1
）
青
山
幹
哉
「
鎌
倉
幕
府
将
軍
権
力
試
論
―
将
軍
九
条
頼
経
〜
宗
尊
親
王
期
を
中
心
と
し
て
―
」（『
年
報　

中
世
史
研
究
』
八
、
一
九

八
三
年
）。
後
、
大
石
直
正
・
柳
原
敏
昭
編
『
展
望
日
本
歴
史　

九　

中
世
社
会
の
成
立
』（
二
〇
〇
一
年
、
東
京
堂
出
版
）
に
収
録
。

（
2
）『
鏡
』
治
承
四
（
一
一
八
〇
）
年
八
月
十
六
日
条
。

（
3
）『
鏡
』
治
承
四
（
一
一
八
〇
）
年
十
月
七
日
条
。

（
4
）『
鏡
』
治
承
四
（
一
一
八
〇
）
年
十
月
十
二
日
条
。

（
5
）源
氏
将
軍
と
神
仏
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、永
井
晋
氏
が「
鎌
倉
幕
府
将
軍
家
試
論
―
源
氏
将
軍
と
摂
家
将
軍
の
関
係
を
中
心
に
」（『
国

史
学
』
一
七
六
、
二
〇
〇
二
年
）
に
お
い
て
一
節
を
設
け
、
頼
朝
・
実
朝
と
八
幡
神
と
の
関
係
を
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
野
口
実
「
竹
御
所
小
論
―
鎌
倉
幕
府
政
治
史
上
に
お
け
る
再
評
価
―
」（『
青
山
史
学
』
第
十
三
号
、
一
九
九
二
年
）。

（
7
）
金
永
「
摂
家
将
軍
期
に
お
け
る
源
氏
将
軍
観
と
北
条
氏
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
一
七
四
号
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
8
）
金
氏
の
論
攷
を
参
考
に
、「
誰
が
鎌
倉
将
軍
家
の
祭
祀
を
継
い
だ
の
か
」
と
い
う
流
れ
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

頼
朝（
創
始
者
）―
頼
家
―
実
朝
―
政
子
―
頼
経
・
竹
御
所
―
泰
時
（
以
降
、
北
条
氏
）

（
9
）『
鏡
』
貞
応
二
（
一
二
二
三
）
年
四
月
二
十
八
日
に
西
御
壺
で
手
鞠
会
を
開
催
し
た
際
、
頼
経
の
服
に
鳥
の
糞
が
付
く
事
件
が
生
じ

た
（『
鏡
』）。
そ
の
後
十
月
五
日
に
政
子
が
許
可
す
る
ま
で
外
出
禁
止
で
あ
っ
た
（『
鏡
』）。
こ
う
し
た
事
例
か
ら
考
え
る
に
、
頼
経
は

所
謂
「
政
務
」
に
属
す
る
事
象
の
み
な
ら
ず
、
日
常
生
活
に
至
る
ま
で
政
子
に
管
理
さ
れ
て
い
た
様
で
あ
る
。

（
10
）
注
（
3
）・（
4
）
論
文
。
あ
る
い
は
「
祭
祀
権
」
だ
け
が
将
軍
の
手
元
に
残
っ
た
実
朝
期
と
、
摂
家
将
軍
期
は
連
続
さ
せ
て
捉
え
る

べ
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
11
）
貞
永
元
（
一
二
三
二
）
年
に
は
、
祖
父
の
公
経
か
ら
洛
中
の
出
来
事
が
二
度
報
じ
ら
れ
て
い
る
（『
鏡
』
九
月
十
三
日
条
、
十
二
月

二
十
四
日
条
）。

（
12
）
例
え
ば
、
手
習
始
の
道
具
が
元
仁
元
（
一
二
二
四
）
年
（『
鏡
』
同
年
四
月
二
十
七
日
条
）、
安
貞
二
（
一
二
二
八
）
年
に
は
牛
車
が

届
い
て
い
る
（『
鏡
』
同
年
七
月
二
十
九
日
条
）。
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（
13
）『
鏡
』
寛
喜
二
（
一
二
三
〇
）
年
十
二
月
九
日
条
。

（
14
）『
鏡
』
文
暦
元
（
一
二
三
四
）
年
七
月
二
十
七
日
条
。

（
15
）『
鏡
』
寛
元
二
（
一
二
四
四
）
年
四
月
二
十
一
日
条
。

（
16
）『
鏡
』
延
応
元
（
一
二
三
九
）
年
八
月
十
日
条
。

（
17
）『
鏡
』
の
嘉
禄
元
（
一
二
二
五
）
年
〜
安
貞
元
（
一
二
二
七
）
年
分
は
北
条
本
で
は
脱
漏
部
分
に
あ
た
る
。

（
18
）『
鏡
』
の
貞
応
元
（
一
二
二
二
）
年
に
は
三
件
の
年
中
行
事
関
連
の
記
事
（
一
月
八
日
の
心
経
会
、
二
月
十
二
日
の
鶴
岡
臨
時
祭
、

八
月
十
五
日
の
鶴
岡
放
生
会
）
が
見
え
る
。
何
れ
に
も
幕
府
関
係
者
の
臨
席
は
見
ら
れ
ず
、
心
経
会
は
「
今
日
。
心
経
会
如
例
」。
臨
時

祭
は
「
鶴
岳
神
事
如
例
」。
放
生
会
は
「
鶴
岡
八
幡
宮
放
生
会
。
舞
楽
御
経
供
養
如
例
」
と
の
み
見
え
る
。

（
19
）『
鏡
』
承
久
二
（
一
二
二
〇
）
年
十
一
月
二
十
三
日
条
。

（
20
）『
鏡
』
嘉
禄
元
（
一
二
二
五
）
年
十
二
月
八
日
条
。

（
21
）『
鏡
』
仁
治
二
（
一
二
四
一
）
年
二
月
十
六
日
条
。

（
22
）『
鏡
』
貞
永
元
（
一
二
三
二
）
年
閏
九
月
四
日
条
「
寅
刻
彗
気
見
乙
方
」
と
彗
星
ら
し
き
物
が
観
測
さ
れ
、翌
日
陰
陽
師
を
集
め
「
何

の
天
変
で
あ
る
か
」
を
議
論
さ
せ
た
が
結
論
を
出
せ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、八
日
に
「
変
気
事
。
於
関
東
有
相
論
。
未
決
之
旨
。
注
面
々

申
詞
。
可
被
尋
京
都
」（『
鏡
』）
と
最
終
決
定
を
京
都
の
陰
陽
師
に
委
ね
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
書
状
は
あ
ま
り
に
見
解
が
ま
と
ま
ら

な
か
っ
た
た
め
結
局
送
ら
れ
な
か
っ
た
（『
鏡
』
同
日
条
に
「
被
尋
京
都
事
。
暫
被
閣
云
々
」）
が
、
後
日
京
都
か
ら
勘
文
が
届
き
、
彗

星
と
決
定
さ
れ
た
。

（
23
）
原
文
、
及
び
訳
は
日
本
古
典
文
学
大
系
87
『
神
皇
正
統
記
・
増
鏡
』（
岩
佐
正
・
時
枝
誠
記
・
木
藤
才
藏
校
注
、
一
九
六
五
年
、
岩

波
書
店
）
に
よ
っ
た
。

（
24
）『
百
錬
抄
』
正
治
元
（
一
一
九
九
）
年
一
月
三
十
日
条
。

（
25
）
井
原
今
朝
男
『
史
実
中
世
仏
教
』
第
二
巻
、
二
一
三
頁
〜
二
一
四
頁
。
藤
原
忠
通
妻
の
宗
子
が
死
亡
し
た
際
の
史
料
の
検
討
か
ら
、

穢
れ
は
自
動
的
に
伝
播
・
波
及
し
た
も
の
で
は
な
く
、
同
時
代
人
が
選
択
し
て
受
け
止
め
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
た
。
同

時
代
の
公
家
は
、
こ
の
「
穢
」
の
図
式
を
頼
朝
以
下
幕
府
要
人
の
死
穢
の
扱
い
に
も
当
て
は
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
26
）『
鏡
』
嘉
禄
二
（
一
二
二
六
）
年
二
月
十
三
日
条
。
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（
27
）
当
時
の
摂
関
家
子
弟
は
五
位
叙
爵
後
に
侍
従
・
少
将
を
経
て
中
将
と
な
る
官
歴
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
ま
で
の

摂
関
家
・
将
軍
家
子
弟
の
官
歴
か
ら
見
た
家
格
決
定
の
経
緯
に
つ
い
て
は
元
木
泰
雄
「
五
位
中
将
考
」（
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
編

『
日
本
国
家
の
史
的
特
質　

古
代
・
中
世
』
所
収
、［
一
九
九
七
年
、
思
文
閣
出
版
］）
に
詳
し
い
。

ま
た
、
平
基
親
が
正
治
年
間
（
一
一
九
九
年
〜
一
二
〇
一
年
）
に
記
し
た
と
さ
れ
る
史
料
に
『
官
職
祕
抄
』（『
群
書
類
従
』
官
職
部
）

が
あ
る
。
官
職
に
補
任
さ
れ
る
べ
き
者
の
身
分
・
家
柄
・
資
格
と
い
っ
た
諸
条
件
を
述
べ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
中
納
言
の
項
に
は
「（
略
）

所
謂
参
議
。
大
弁
。
同
近
衛
中
将
。
検
非
違
使
別
当
。
摂
政
関
白
子
息
」
と
あ
る
。

更
に
、
二
条
良
基
『
百
寮
訓
要
抄
』（『
群
書
類
従
』
官
職
部
）
の
中
納
言
の
項
に
は
、「
つ
か
さ
ど
る
所
大
納
言
に
同
。
ま
た
任
人
も

大
略
同
事
也
。
中
納
言
の
中
将
と
申
は
只
一
人
有
事
也
。
執
柄
の
臣
よ
り
外
は
な
ら
ず
。
但
実
朝
の
右
大
臣
任
ぜ
ら
れ
た
る
事
は
別
の

儀
也
」
と
あ
る
。

（
28
）
五
月
の
鶴
岡
八
幡
宮
臨
時
祭
の
『
鏡
』
初
出
は
建
仁
二
（
一
二
〇
二
）
年
と
、
表
1
に
挙
げ
た
行
事
の
中
で
は
唯
一
頼
朝
の
生
存
中

に
実
施
例
が
見
え
な
い
。
し
か
し
、『
鏡
』
は
頼
朝
の
晩
年
に
あ
た
る
建
久
七
（
一
一
九
六
）
年
〜
建
久
九
（
一
一
九
八
）
年
相
当
分
が

存
在
し
て
い
な
い
。
こ
の
欠
落
に
当
た
る
時
期
に
開
始
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
て
お
き
た
い
。

（
29
）
頼
朝
が
「
征
夷
大
将
軍
」
号
そ
の
も
の
を
重
視
し
て
い
た
の
か
否
か
は
意
見
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
高
橋
富
雄
氏
は
『
征
夷

大
将
軍
』（
一
九
八
七
年
、
中
公
新
書
）
に
お
い
て
、
右
近
衛
大
将
就
任
こ
そ
が
「
幕
府
」
成
立
の
要
件
で
あ
り
、「
公
認
さ
れ
た
形
式

に
従
っ
て
、
そ
の
武
門
政
権
を
鎌
倉
右
大
将
家
政
所
府
、
つ
ま
り
鎌
倉
幕
府
と
し
て
公
権
化
し
た
の
で
あ
っ
た
」（
同
、
六
四
頁
）
と
さ

れ
た
。
そ
の
上
で
猶
「
征
夷
大
将
軍
」
号
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、「
身
、
鎌
倉
に
あ
り
て
の
軍
令
権
」（
同
、
六
二
頁
）・「
前
右
大
将
家

幕
府
を
継
承
す
る
公
権
様
式
と
し
て
求
め
ら
れ
」（
同
、
六
四
頁
）
た
と
し
、
そ
の
必
然
性
を
説
い
た
。

他
方
、
本
郷
和
人
氏
は
『
新
・
中
世
王
権
論
』（
二
〇
〇
四
年
、
新
人
物
往
来
社
）
で
、「
頼
朝
は
、
幕
府
は
、
ど
ん
な
官
職
で
も
良

か
っ
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
」（
同
、
二
四
頁
）
と
、
官
職
の
名
称
よ
り
も
自
己
の
組
織
に
お
い
て
主
従
的
人
間
関
係
を
維
持
す
る
た
め

に
必
要
な
名
称
を
求
め
た
の
で
は
な
い
か
と
主
張
さ
れ
た
。

私
は
、頼
朝
の
目
的
は
「
自
己
の
「
イ
エ
」
の
格
を
ど
こ
ま
で
高
め
う
る
か
」
に
あ
り
、そ
れ
こ
そ
が
「
頼
朝
無
咎
過
〈
天
〉
覃
罪
科
〈
布
〉

含
愁
憤
〈
天
〉
送
春
秋
〈
留
〉」（『
鏡
』
寿
永
元
（
一
一
八
二
）
年
二
月
八
日
条
）
の
願
文
に
見
え
る
「
愁
憤
」
を
晴
ら
す
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
、
清
華
家
相
当
ま
で
高
ま
っ
た
平
家
の
家
格
を
超
え
る
こ
と
も
そ
の
一
目
的
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
事
実
、
頼
朝
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の
極
官
は
清
華
家
相
当
（
大
納
言
・
右
近
衛
大
将
を
経
て
大
臣
就
任
。
ま
た
、
子
女
を
入
内
さ
せ
う
る
）
で
あ
り
、
更
に
、
実
朝
は
中

納
言
中
将
と
「
摂
関
家
の
子
弟
」
が
通
過
す
る
官
歴
を
経
て
右
大
臣
に
昇
進
し
て
い
る
。

実
朝
の
昇
進
を
喜
ば
な
い
義
時
が
大
江
広
元
を
通
じ
て
諫
め
た
が
、実
朝
は
「
飽
帯
官
職
。
欲
挙
家
名
〈
云
云
〉」（『
鏡
』
建
保
四
［
一

二
一
六
］
年
九
月
二
十
日
条
）
と
、
昇
進
し
て
「
イ
エ
」
の
格
を
上
げ
る
こ
と
に
し
か
興
味
が
な
い
と
返
事
を
し
て
い
る
の
は
、
頼
朝

の
こ
と
ま
で
含
め
て
考
え
れ
ば
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。

（
30
）
初
度
は
『
鏡
』
安
貞
元
（
一
二
二
八
）
年
一
月
十
九
日
条
。
実
際
に
頼
経
が
参
詣
し
始
め
る
の
は
嘉
禎
三
（
一
二
三
七
）
年
で
、
そ

れ
ま
で
は
奉
幣
使
を
派
遣
し
て
い
た
。

（
31
）『
鏡
』
寛
喜
元
（
一
二
二
九
）
年
八
月
十
六
日
条
。「
今
日
又
将
軍
家
御
参
宮
（
中
略
）
御
不
例
雖
有
余
気
。
抑
以
両
日
御
出
。
是
依

為
厳
重
神
事
。
武
州
被
申
行
之
故
也
」。

（
32
）
天
福
元
（
一
二
三
三
）
年
の
政
子
月
忌
も
同
様
で
あ
る
。

（
33
）
注
（
3
）
論
文
。

（
34
）
注
（
4
）
論
文
。

（
35
）『
鏡
』
文
暦
元
（
一
二
三
四
）
年
七
月
二
十
七
日
条
。

（
36
）『
鏡
』
文
暦
元
（
一
二
三
四
）
年
十
二
月
二
十
八
日
条
。

（
37
）
樋
口
健
太
郎
「
平
安
末
期
に
お
け
る
摂
関
家
の
「
家
」
と
平
氏
―
白
川
殿
盛
子
に
よ
る
「
家
」
の
伝
領
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
ヒ
ス
ト

リ
ア
』
第
一
八
九
号
、
二
〇
〇
四
年
。
後
に
同
著
『
中
世
摂
関
家
の
家
と
権
力
』
に
収
録
。［
二
〇
一
一
年
、
校
倉
書
房
］）
内
で
、
近

衛
基
実
の
死
後
、
後
家
と
な
っ
た
平
盛
子
は
家
産
の
管
理
権
の
み
な
ら
ず
祖
先
の
祭
祀
権
も
継
承
し
て
い
た
事
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

（
38
）
伊
豆
山
に
は
「
世
情
が
安
定
し
た
な
ら
所
領
を
寄
進
す
る
」
と
い
う
念
書
を
与
え
た
記
事
が
『
鏡
』
治
承
四
（
一
一
八
〇
）
年
八
月

十
九
日
条
に
見
え
、
十
月
十
八
日
に
は
安
堵
の
書
状
を
与
え
て
い
る
。
箱
根
権
現
に
は
祈
禱
の
賞
と
し
て
富
士
川
の
戦
い
直
前
の
十
月

十
六
日
（『
鏡
』）
に
、
三
島
社
に
は
富
士
川
の
戦
い
に
「
明
神
の
冥
助
」
が
あ
っ
た
と
し
て
直
後
の
十
月
二
十
一
日
（『
鏡
』）
に
そ
れ

ぞ
れ
寄
進
が
さ
れ
た
。

（
39
）『
鏡
』
治
承
四
（
一
一
八
〇
）
年
八
月
十
九
日
条
。

（
40
）
鴨
川
合
社
が
天
永
三
（
一
一
一
二
）
年
十
月
二
十
九
日
に
焼
失
し
た
後
、
穢
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
『
殿
暦
』
同
年
十
一
月
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一
日
条
に
見
え
る
。

（
41
）『
鏡
』
寛
喜
二
（
一
二
三
〇
）
年
閏
一
月
十
七
日
条
。
ま
た
、
政
子
生
存
中
の
『
鏡
』
貞
応
二
（
一
二
二
三
）
年
二
月
一
日
条
に
二

所
詣
の
精
進
始
を
示
唆
す
る
記
事
は
見
え
る
が
、
実
際
の
奉
幣
使
派
遣
は
確
認
で
き
な
い
。

（
42
）
建
久
元
（
一
一
九
〇
）
年
は
十
一
月
十
一
日
に
頼
朝
自
身
が
向
か
っ
た
。
建
久
六
（
一
一
九
五
）
年
の
上
洛
時
に
は
奉
幣
使
を
派
遣

し
黒
馬
一
匹
を
奉
納
し
た
（『
鏡
』
同
年
三
月
六
日
条
）。

（
43
）
上
横
手
雅
敬
氏
は
『
人
物
叢
書　

北
条
泰
時
』（
一
九
五
八
年
、
吉
川
弘
文
館
）
に
お
い
て
「
幕
府
が
解
決
を
迫
ら
れ
る
緊
急
の
課

題
も
な
く
、
政
務
に
も
い
さ
さ
か
の
余
裕
が
で
き
た
。
思
え
ば
頼
経
の
成
長
の
姿
は
承
久
の
乱
以
降
の
幕
府
の
成
長
の
姿
で
も
あ
る
が
、

頼
経
と
幕
府
の
成
長
し
た
威
容
を
京
都
に
示
す
時
期
も
訪
ず
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
」（
一
七
七
頁
）
と
、
こ
の
上
洛
を
「
頼
経
・
幕
府
の

成
長
を
見
せ
る
た
め
」
と
さ
れ
た
。

こ
の
指
摘
に
対
し
、
関
口
崇
史
氏
は
「
幕
府
か
ら
見
た
頼
経
上
洛
の
見
解
で
あ
る
」
と
し
て
、
上
洛
時
の
頼
経
の
父
・
道
家
の
動
向

を
整
理
す
る
こ
と
で
こ
の
上
洛
を
別
視
点
か
ら
位
置
づ
け
よ
う
と
さ
れ
た
（
関
口
崇
史
「
将
軍
頼
経
上
洛
時
に
お
け
る
九
条
道
家
の
動

向
」［『
鴨
台
史
学
』
一
、
二
〇
〇
〇
年
］）。
し
か
し
、
幕
府
と
京
都
と
の
連
携
確
認
・
強
化
以
上
の
見
解
は
提
示
し
き
れ
て
い
な
い
。
他
、

森
茂
暁
氏
も
こ
の
滞
在
が
何
を
も
た
ら
し
た
か
は
興
味
深
い
と
し
つ
つ
、
特
に
意
見
を
提
示
さ
れ
て
は
い
な
い
（
同
『
鎌
倉
時
代
朝
幕

関
係
の
研
究
』
二
二
頁
、［
一
九
九
一
年
、
思
文
閣
出
版
］）。

（
44
）『
鏡
』
延
応
元
（
一
二
三
九
）
年
八
月
十
日
条
。

（
45
）『
鏡
』
仁
治
元
（
一
二
四
〇
）
年
十
二
月
十
六
日
条
。

（
46
）『
鏡
』
同
日
条
。
及
び
『
鏡
』
仁
治
二
（
一
二
四
一
）
年
一
月
十
七
日
条
。

（
47
）『
玉
蘂
』
暦
仁
元
（
一
二
三
八
）
年
三
月
二
十
二
日
条
。

（
48
）『
鏡
』
延
応
元
（
一
二
三
九
）
年
七
月
二
日
条
。

（
49
）『
鏡
』
嘉
禎
元
（
一
二
三
五
）
年
九
月
二
十
四
日
条
。

（
50
）
初
例
は
『
鏡
』
嘉
禎
三
（
一
二
三
七
）
年
十
二
月
十
二
日
条
。
次
い
で
『
鏡
』
暦
仁
元
（
一
二
三
八
）
年
十
二
月
二
十
二
日
条
と
続

く
。
両
日
条
を
見
る
限
り
、
陰
陽
道
祭
が
営
ま
れ
て
い
る
期
間
中
、
頼
経
は
毎
晩
臨
席
し
た
様
で
あ
る
。

（
51
）
頼
経
の
辞
任
と
頼
嗣
の
就
任
に
つ
い
て
は
『
百
錬
抄
』
四
月
二
十
八
日
条
も
参
照
の
こ
と
。
頼
経
に
対
す
る
「
大
殿
」
の
呼
称
は
『
鏡
』
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寛
元
二
（
一
二
四
四
）
年
七
月
十
三
日
条
か
ら
見
え
始
め
る
。

（
52
）『
鏡
』
寛
元
三
（
一
二
四
五
）
年
一
月
二
十
八
日
条
。

（
53
）『
鏡
』
寛
元
三
（
一
二
四
五
）
年
二
月
九
日
条
。

（
54
）『
鏡
』
寛
元
三
（
一
二
四
五
）
年
八
月
十
六
日
条
。
こ
の
日
は
鶴
岡
放
生
会
の
二
日
目
に
あ
た
る
。

（
55
）『
鏡
』
建
長
三
（
一
二
五
一
）
年
一
月
二
十
日
条
。
尤
も
、
頼
経
自
身
に
よ
る
二
所
奉
幣
は
頼
経
十
一
歳
時
の
安
貞
二
（
一
二
二
八
）

年
か
ら
検
討
自
体
は
さ
れ
て
い
た
。

（
56
）
政
子
に
対
す
る
年
忌
は
寛
喜
元
（
一
二
二
九
）
年
か
ら
『
鏡
』
に
見
え
始
め
る
が
、
頼
経
が
参
席
し
た
例
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
頼

朝
の
法
華
堂
に
も
泰
時
が
行
く
よ
う
に
な
り
（『
鏡
』
天
福
元
［
一
二
三
三
］
年
一
月
十
三
日
条
）、
暦
仁
元
（
一
二
三
八
）
年
の
年
末

か
ら
は
時
房
・
泰
時
ら
が
頼
朝
・
政
子
・
義
時
の
法
華
堂
に
行
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（『
鏡
』
同
年
十
二
月
二
十
八
日
条
）。

（
57
）
平
雅
行
「
鎌
倉
仏
教
論
」（
岩
波
講
座
『
日
本
通
史
』
第
八
巻
所
収
、
一
九
九
四
年
、
岩
波
書
店
）、
二
六
〇
頁
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り

早
く
「
中
世
宗
教
の
社
会
的
展
開
」
内
で
も
「
仏
教
が
最
高
の
科
学
・
世
界
観
で
あ
っ
た
時
代
」（
歴
史
学
研
究
会
／
日
本
史
研
究
会
編

『
講
座
日
本
歴
史
』
第
三
巻
所
収
。
二
六
〇
頁
、［
一
九
八
四
年
、
東
京
大
学
出
版
会
］）
と
さ
れ
た
。
大
凡
従
う
べ
き
指
摘
で
あ
る
と
考

え
る
が
、「
科
学
・
世
界
観
」
の
根
底
を
「
仏
教
」
だ
け
に
限
定
す
る
こ
と
に
は
疑
問
無
し
と
は
し
な
い
。

文
中
の
説
明
だ
け
で
は
不
足
と
思
わ
れ
る
の
で
、
具
体
例
と
し
て
「
病
」
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
現
在
、
我
々
が
病
を
得
た
際
に
は

細
菌
の
感
染
や
体
細
胞
の
変
質
を
疑
っ
て
検
査
を
受
け
、そ
の
結
果
に
応
じ
た
治
療
を
受
け
る
。
そ
れ
を
前
近
代
の
人
々
は「
霊
の
仕
業
」

で
は
無
い
か
と
疑
っ
て
占
い
を
立
て
、
除
災
祈
禱
を
行
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
我
々
が
自
然
科
学
的
知
識
に
よ
っ
て
人
体
の

構
成
や
病
を
考
え
る
こ
と
と
、
前
近
代
の
人
々
が
宗
教
的
知
識
か
ら
人
体
の
構
成
や
病
と
治
療
を
考
え
る
こ
と
と
の
間
に
「
優
劣
」
や

「
本
質
的
差
違
」は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
時
代
時
代
で
所
有
し
て
い
る
最
高
の
知
識
を
投
入
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

宇
宙
や
大
地
の
変
動
に
対
す
る
認
識
も
同
様
だ
と
考
え
る
。

近
代
合
理
主
義
は
権
力
を
「
聖
」「
俗
」
に
分
け
た
後
、「
聖
」
即
ち
祭
祀
・
宗
教
そ
の
も
の
の
価
値
を
評
価
せ
ず
に
来
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
の
過
去
の
視
座
も
そ
の
轍
を
踏
ん
で
居
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
省
み
、「
祭
祀
」
の
積
極
的
評
価
を
試
み
る
本
稿
の
立

場
を
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
58
）
注
（
4
）
論
文
。
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〈
付
記
〉

成
稿
後
、赤
澤
春
彦
「
鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
神
事
・
仏
事
と
将
軍
権
力
」（
遠
藤
基
郎
編
『〈
生
活
と
文
化
の
歴
史
学
２
〉
年
中
行
事
・
神
事
・

仏
事
』
所
収
、
二
〇
一
三
年
三
月
、
竹
林
舎
）
の
論
攷
を
知
り
検
討
し
た
。

氏
の
論
攷
と
本
稿
と
は
、
九
条
頼
経
の
将
軍
権
力
に
つ
い
て
祭
祀
権
か
ら
検
討
し
よ
う
と
す
る
点
で
は
共
通
す
る
。
し
か
し
、
氏
の
論

攷
は
「
祭
祀
」
そ
の
も
の
へ
の
考
察
で
は
な
く
、「
祭
祀
」
の
場
や
「
祭
祀
」
に
携
わ
る
人
間
に
対
す
る
「
人
事
権
」
を
核
と
し
た
内
容
で

あ
る
点
で
本
稿
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。


